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(57)【要約】
【課題】横方向電界の強度を強め、コントラスト比を低
下を抑制する。
【解決手段】ブルー相を示す液晶層を挟持する第１の基
板及び第２の基板と、前記第１の基板上に設けられたト
ランジスタと、第１の画素電極および第１の共通電極と
、前記第２の基板上に設けられた第２の画素電極および
第２の共通電極とを有し、前記第１の画素電極は、前記
トランジスタと電気的に接続され、前記第１の画素電極
は、前記第２の画素電極と電気的に接続されている液晶
表示装置に関する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ブルー相を示す液晶層を挟持する第１の基板及び第２の基板と、
前記第１の基板上に設けられたトランジスタと、第１の画素電極および第１の共通電極と
、
前記第２の基板上に設けられた第２の画素電極および第２の共通電極と、
を有し、
前記第１の画素電極は、前記トランジスタと電気的に接続され、
前記第１の画素電極は、前記第２の画素電極と電気的に接続されていることを特徴とする
液晶表示装置。
【請求項２】
ブルー相を示す液晶層を挟持する第１の基板及び第２の基板と、
前記第１の基板上に設けられたトランジスタと、第１の画素電極および第１の共通電極と
、
前記第２の基板上に設けられた第２の画素電極および第２の共通電極と、
を有し、
前記第１の画素電極は、前記トランジスタと電気的に接続され、
前記第１の画素電極は、前記第２の画素電極と電気的に接続され、
前記第１の共通電極は、前記第２の共通電極と電気的に接続されていることを特徴とする
液晶表示装置。
【請求項３】
請求項１又は請求項２において、
前記第１の基板と前記第２の基板の間にスペーサとして機能する凸状構造体が設けられ、
前記凸状構造体を覆う前記第１の画素電極の一部と前記第２の画素電極の一部が接するこ
とにより、前記第１の画素電極及び前記第２の画素電極は電気的に接続されていることを
特徴とする液晶表示装置。
【請求項４】
請求項３において、
遮光性の層が前記第１の基板上に設けられ、
前記凸状構造体が前記遮光性の層と重畳して設けられていることを特徴とする液晶表示装
置。
【請求項５】
請求項１又は請求項２において、
前記第１の基板と前記第２の基板の間にスペーサとして機能する凸状構造体が設けられ、
前記凸状構造体を覆う前記第２の画素電極の一部と前記第１の画素電極の一部が接するこ
とにより、前記第１の画素電極及び前記第２の画素電極は電気的に接続されていることを
特徴とする液晶表示装置。
【請求項６】
請求項５において、
遮光性の層が前記第１の基板上に設けられ、
前記凸状構造体が前記遮光性の層と重畳して設けられていることを特徴とする液晶表示装
置。
【請求項７】
請求項２において、
前記第１の基板と前記第２の基板の間にスペーサとして機能する凸状構造体が設けられ、
前記凸状構造体を覆う前記第１の共通電極の一部と前記第２の共通電極の一部が接するこ
とにより、前記第１の共通電極及び前記第２の共通電極は電気的に接続されていることを
特徴とする液晶表示装置。
【請求項８】
請求項７において、
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遮光性の層が前記第１の基板上に設けられ、
前記凸状構造体が前記遮光性の層と重畳して設けられていることを特徴とする液晶表示装
置。
【請求項９】
請求項２において、
前記第１の基板と前記第２の基板の間にスペーサとして機能する凸状構造体が設けられ、
前記凸状構造体を覆う前記第２の共通電極の一部と前記第１の共通電極の一部が接するこ
とにより、前記第１の共通電極及び前記第２の共通電極は電気的に接続されていることを
特徴とする液晶表示装置。
【請求項１０】
請求項９において、
遮光性の層が前記第１の基板上に設けられ、
前記凸状構造体が前記遮光性の層と重畳して設けられていることを特徴とする液晶表示装
置。
【請求項１１】
請求項１又は請求項２において、
前記第１の基板と前記第２の基板の間にスペーサとして機能する第１の凸状構造体及び第
２の凸状構造体が設けられ、
前記第１の凸状構造体を覆う前記第１の画素電極の一部と、前記第２の凸状構造体を覆う
第２の画素電極の一部が接することにより、前記第１の画素電極及び前記第２の画素電極
は電気的に接続されていることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項１２】
請求項１１において、
遮光性の層が前記第１の基板上に設けられ、
前記第１の凸状構造体及び前記第２の凸状構造体が前記遮光性の層と重畳して設けられて
いることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項１３】
請求項１１又は請求項１２において、
前記第１の基板と前記第２の基板の間にスペーサとして機能する第３の凸状構造体及び第
４の凸状構造体を有し、
前記第３の凸状構造体を覆う前記第１の共通電極の一部と、前記第４の凸状構造体を覆う
第２の共通電極の一部が接することにより、前記第１の共通電極及び前記第２の共通電極
は電気的に接続されていることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項１４】
請求項１３において、
遮光性の層が前記第１の基板上に設けられ、
前記第３の凸状構造体及び前記第４の凸状構造体が前記遮光性の層と重畳して設けられて
いることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項１５】
請求項１乃至請求項１４のいずれか一項において、
前記第１の画素電極、前記第１の共通電極、前記第２の画素電極、前記第２の共通電極は
、櫛歯状の領域を有することを特徴とする液晶表示装置。
【請求項１６】
請求項１５において、
前記第１の基板と前記第２の基板の間にスペーサとして機能する凸状構造体が設けられ、
前記凸状構造体は、前記櫛歯状の領域が延伸する方向に延伸しており、
前記凸状構造体を覆う前記第１の画素電極の一部と前記第２の画素電極の一部が接するこ
とにより、前記第１の画素電極及び前記第２の画素電極は電気的に接続されていることを
特徴とする液晶表示装置。
【請求項１７】



(4) JP 2012-133335 A 2012.7.12

10

20

30

40

50

請求項１６において、
遮光性の層が前記第１の基板上に設けられ、
前記凸状構造体が前記遮光性の層と重畳して設けられていることを特徴とする液晶表示装
置。
【請求項１８】
請求項１５において、
前記第１の基板と前記第２の基板の間にスペーサとして機能する凸状構造体が設けられ、
前記凸状構造体は、前記櫛歯状の領域が延伸する方向に延伸しており、
前記凸状構造体を覆う前記第２の画素電極の一部と前記第１の画素電極の一部が接するこ
とにより、前記第１の画素電極及び前記第２の画素電極は電気的に接続されていることを
特徴とする液晶表示装置。
【請求項１９】
請求項１８において、
遮光性の層が前記第１の基板上に設けられ、
前記凸状構造体が前記遮光性の層と重畳して設けられていることを特徴とする液晶表示装
置。
【請求項２０】
請求項１５において、
前記第１の基板と前記第２の基板の間にスペーサとして機能する凸状構造体が設けられ、
前記凸状構造体は、前記櫛歯状の領域が延伸する方向に延伸しており、
前記凸状構造体を覆う前記第１の共通電極の一部と前記第２の共通電極の一部が接するこ
とにより、前記第１の共通電極及び前記第２の共通電極は電気的に接続されていることを
特徴とする液晶表示装置。
【請求項２１】
請求項２０において、
遮光性の層が前記第１の基板上に設けられ、
前記凸状構造体が前記遮光性の層と重畳して設けられていることを特徴とする液晶表示装
置。
【請求項２２】
請求項１５において、
前記第１の基板と前記第２の基板の間にスペーサとして機能する凸状構造体が設けられ、
前記凸状構造体は、前記櫛歯状の領域が延伸する方向に延伸しており、
前記凸状構造体を覆う前記第２の共通電極の一部と前記第１の共通電極の一部が接するこ
とにより、前記第１の共通電極及び前記第２の共通電極は電気的に接続されていることを
特徴とする液晶表示装置。
【請求項２３】
請求項２２において、
遮光性の層が前記第１の基板上に設けられ、
前記凸状構造体が前記遮光性の層と重畳して設けられていることを特徴とする液晶表示装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
開示される発明の一態様は、液晶表示装置及びその作製方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
液晶表示装置は、テレビ受像機などの大型表示装置から携帯電話などの小型表示装置に至
るまで、普及が進んでいる。近年では高画質化、高付加価値化を図るために、ブルー相の
液晶相を有する液晶材料（以下、ブルー相液晶という）が注目されている。ブルー相液晶
は、電界に対する応答速度が従来の液晶材料に比較して非常に優れており、立体視（３Ｄ
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）映像等の高いフレーム周波数での駆動が必要な液晶表示装置での利用が研究されている
（特許文献１参照）。
【０００３】
上述のブルー相液晶を駆動する方式として、同一基板上に画素電極及び共通電極を設け、
当該画素電極及び共通電極間で横方向電界を発生させ、発生した横方向電界を用いて液晶
分子を駆動させる方式が用いられている（特許文献１及び特許文献２参照）。なお本明細
書において、横方向電界とは、画素電極と共通電極間に印加される電界であり、基板面に
平行方向に印加される電界を指す。また、本明細書では基板面に垂直方向に印加される電
界を縦方向電界と称する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－２７１８３９号公報
【特許文献２】特開２００５－２２７７６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
特許文献１及び特許文献２には、駆動電圧を低減させるため、当該画素電極及び共通電極
間の一方を凸状構造体の上に設けることが記載されている。このように、当該画素電極及
び共通電極間の一方を凸状構造体の上方、つまり凸構造体の上面部に設けると、横方向電
界の強度が強くなるため、駆動電圧が低減できる。
【０００６】
しかしながらこのような凸状構造体を横方向電界が発生する領域に設けると、凸状構造体
と液晶との間で生じる液晶の配向の乱れや、凸状構造体のテーパ角の影響や、凸状構造体
材料と画素電極材料の屈折率差や、凸状構造体材料と共通電極材料の屈折率差等により光
漏れを生じる。
【０００７】
さらに、当該凸状構造体が誘電体で形成され周期的に配置される場合は、当該凸状構造体
を有する部分を通過する光と、凸状構造体の無い部分を通過する光との間で、光の位相に
ズレが生じ、光の出力の偏光状態が変化する可能性がある。またこれに伴う光漏れも生じ
る恐れがある。この場合、凸状構造体の高さが高いほど影響が大きい。
【０００８】
また当該凸状構造体を非透光性導電体、例えば金属で形成した場合、もしくは画素電極や
共通電極自体を凸状の金属で形成した場合、凸状の金属が規則的に配置されるため、電極
幅や、電極間隔や、電極の膜厚に依存して、光学的な偏光作用が生じる。このような光学
的な偏光作用が生じると、液晶表示装置に光漏れが生じ、その結果コントラスト比が低下
してしまう。
【０００９】
以上を鑑み、開示される発明の一態様では、ブルー相を示す液晶層を使用した液晶表示装
置において、駆動電圧を低減させ、かつコントラスト比の低下を抑制することを課題の一
とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
第１の基板と第２の基板とでブルー相を示す液晶層を挟持し、複数の画素がマトリクス状
に配置されているアクティブマトリクス型の液晶表示装置において、各画素ごとにトラン
ジスタと、画素電極、液晶層及び共通電極で構成される液晶素子とが配置されている。
【００１１】
画素電極及び共通電極は、様々な開口パターン（スリット）を有し、画素電極及び共通電
極は、屈曲部や枝分かれした櫛歯状を含む平面形状である。例えば、画素電極及び共通電
極が有する形状としては、櫛歯状のようなパターンを用いることができる。この場合、画
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素電極と共通電極とは互いの櫛歯状のパターンがかみ合うように設けることができる。
【００１２】
開示される発明の一態様では、画素電極及び共通電極を、第１の基板側及び対向基板（第
２の基板）側にも設ける。第１の基板側の第１の画素電極及び第２の基板側の第２の画素
電極、並びに、第１の基板側の第１の共通電極及び第２の基板側の第２の共通電極は、そ
れぞれ平面図でみるとほぼ同形状であり液晶層を介して重畳するように配置される。
【００１３】
横方向電界は、電極から高さ方向（基板面と垂直方向）に離れると電界の強度が弱くなる
。例えば、第１の画素電極及び第１の共通電極の間に形成される横方向電界は、第１の基
板に近い領域では強度が強いが、高さ方向に離れる、すなわち第２の基板に近づくほどそ
の強度が弱くなる。
【００１４】
そのため、第２の基板側にも第２の画素電極及び第２の共通電極を設けて、これらの電極
間にも横方向電界を形成する。
【００１５】
これにより第１の画素電極及び第１の共通電極の間に形成される横方向電界が、高さ方向
に離れる（第２の基板に近づく）ほど強度が弱くなっても、第２の画素電極及び第２の共
通電極との間に形成される横方向電界によって、これらの基板に設けられた画素電極及び
共通電極間の広い領域に渡って均一な横方向電界を形成することが可能となる。
【００１６】
つまり、基板間に設けられた液晶層に対して、基板面と垂直方向に、均一かつ効率的に電
界を印加することができる。そのため、複屈折の変化を有効に利用することができる。こ
れにより、液晶層を駆動するために必要な駆動電圧を下げることが可能となる。
【００１７】
開示される発明の一態様では、横方向電界を発生させる画素電極及び共通電極の下に凸状
構造体を形成しないため、横方向電界を通過する光に対して不要な光の変調成分を生じさ
せることがない。そのため、黒表示において光漏れの少ない構造とすることができる。こ
れにより、コントラスト比の低下を抑制することができる。
【００１８】
かつ開示される発明の一態様では、第１の画素電極及び第２の画素電極は電気的に接続さ
れる。これにより１つのトランジスタにより第１の画素電極及び第２の画素電極を駆動す
ることができ、液晶表示装置の消費電力を低減できる。
【００１９】
このように、第１の画素電極及び第２の画素電極を駆動するためのトランジスタは、画素
内に１つ設ければよいので、第１の画素電極と第２の画素電極を別々に駆動する場合と比
較して作製工程数が抑制できる。そのため、液晶表示装置の作製工程数を抑制し、作製コ
ストを低減させることができる。
【００２０】
また第１の共通電極及び第２の共通電極も、画素電極と同様に電気的に接続すると、第１
の共通電極及び第２の共通電極の電気抵抗が低減され、駆動電圧が低減される。これによ
り液晶表示装置の消費電力を低減することができる。
【００２１】
開示される発明の一態様は、ブルー相を示す液晶層を挟持する第１の基板及び第２の基板
と、当該第１の基板上に設けられたトランジスタと、第１の画素電極および第１の共通電
極と、当該第２の基板上に設けられた第２の画素電極および第２の共通電極と、を有し、
当該第１の画素電極は、当該トランジスタと電気的に接続され、当該第１の画素電極は、
当該第２の画素電極と電気的に接続されていることを特徴とする液晶表示装置に関する。
【００２２】
開示される発明の一態様は、ブルー相を示す液晶層を挟持する第１の基板及び第２の基板
と、当該第１の基板上に設けられたトランジスタと、第１の画素電極および第１の共通電
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極と、当該第２の基板上に設けられた第２の画素電極および第２の共通電極と、を有し、
当該第１の画素電極は、当該トランジスタと電気的に接続され、当該第１の画素電極は、
当該第２の画素電極と電気的に接続され、当該第１の共通電極は、当該第２の共通電極と
電気的に接続されていることを特徴とする液晶表示装置に関する。
【００２３】
開示される発明の一態様において、当該第１の基板と当該第２の基板の間にスペーサとし
て機能する凸状構造体が設けられ、当該凸状構造体を覆う当該第１の画素電極の一部と当
該第２の画素電極の一部が接することにより、当該第１の画素電極及び当該第２の画素電
極は電気的に接続されていることを特徴とする。
【００２４】
開示される発明の一態様において、遮光性の層が当該第１の基板上に設けられ、当該凸状
構造体が当該遮光性の層と重畳して設けられていることを特徴とする。
【００２５】
開示される発明の一態様において、当該第１の基板と当該第２の基板の間にスペーサとし
て機能する凸状構造体が設けられ、当該凸状構造体を覆う当該第２の画素電極の一部と当
該第１の画素電極の一部が接することにより、当該第１の画素電極及び当該第２の画素電
極は電気的に接続されていることを特徴とする。
【００２６】
開示される発明の一態様において、遮光性の層が当該第１の基板上に設けられ、当該凸状
構造体が当該遮光性の層と重畳して設けられていることを特徴とする。
【００２７】
開示される発明の一態様において、当該第１の基板と当該第２の基板の間にスペーサとし
て機能する凸状構造体が設けられ、当該凸状構造体を覆う当該第１の共通電極の一部と当
該第２の共通電極の一部が接することにより、当該第１の共通電極及び当該第２の共通電
極は電気的に接続されていることを特徴とする。
【００２８】
開示される発明の一態様において、遮光性の層が当該第１の基板上に設けられ、当該凸状
構造体が当該遮光性の層と重畳して設けられていることを特徴とする。
【００２９】
開示される発明の一態様において、当該第１の基板と当該第２の基板の間にスペーサとし
て機能する凸状構造体が設けられ、当該凸状構造体を覆う当該第２の共通電極の一部と当
該第１の共通電極の一部が接することにより、当該第１の共通電極及び当該第２の共通電
極は電気的に接続されていることを特徴とする。
【００３０】
開示される発明の一態様において、遮光性の層が当該第１の基板上に設けられ、当該凸状
構造体が当該遮光性の層と重畳して設けられていることを特徴とする。
【００３１】
開示される発明の一態様において、当該第１の基板と当該第２の基板の間にスペーサとし
て機能する第１の凸状構造体及び第２の凸状構造体が設けられ、当該第１の凸状構造体を
覆う当該第１の画素電極の一部と、当該第２の凸状構造体を覆う第２の画素電極の一部が
接することにより、当該第１の画素電極及び当該第２の画素電極は電気的に接続されてい
ることを特徴とする。
【００３２】
開示される発明の一態様において、遮光性の層が当該第１の基板上に設けられ、当該第１
の凸状構造体及び当該第２の凸状構造体が当該遮光性の層と重畳して設けられていること
を特徴とする。
【００３３】
開示される発明の一態様において、当該第１の基板と当該第２の基板の間にスペーサとし
て機能する第３の凸状構造体及び第４の凸状構造体を有し、当該第３の凸状構造体を覆う
当該第１の共通電極の一部と、当該第４の凸状構造体を覆う第２の共通電極の一部が接す
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ることにより、当該第１の共通電極及び当該第２の共通電極は電気的に接続されているこ
とを特徴とする。
【００３４】
開示される発明の一態様において、遮光性の層が当該第１の基板上に設けられ、当該第３
の凸状構造体及び当該第４の凸状構造体が当該遮光性の層と重畳して設けられていること
を特徴とする。
【００３５】
開示される発明の一態様において、当該第１の画素電極、当該第１の共通電極、当該第２
の画素電極、当該第２の共通電極は、櫛歯状の領域を有することを特徴とする。
【００３６】
開示される発明の一態様において、当該第１の基板と当該第２の基板の間にスペーサとし
て機能する凸状構造体が設けられ、当該凸状構造体は、当該櫛歯状の領域が延伸する方向
に延伸しており、当該凸状構造体を覆う当該第１の画素電極の一部と当該第２の画素電極
の一部が接することにより、当該第１の画素電極及び当該第２の画素電極は電気的に接続
されていることを特徴とする。
【００３７】
開示される発明の一態様において、遮光性の層が当該第１の基板上に設けられ、当該凸状
構造体が当該遮光性の層と重畳して設けられていることを特徴とする。
【００３８】
開示される発明の一態様において、当該第１の基板と当該第２の基板の間にスペーサとし
て機能する凸状構造体が設けられ、当該凸状構造体は、当該櫛歯状の領域が延伸する方向
に延伸しており、当該凸状構造体を覆う当該第２の画素電極の一部と当該第１の画素電極
の一部が接することにより、当該第１の画素電極及び当該第２の画素電極は電気的に接続
されていることを特徴とする。
【００３９】
開示される発明の一態様において、遮光性の層が当該第１の基板上に設けられ、当該凸状
構造体が当該遮光性の層と重畳して設けられていることを特徴とする。
【００４０】
開示される発明の一態様において、当該第１の基板と当該第２の基板の間にスペーサとし
て機能する凸状構造体が設けられ、当該凸状構造体は、当該櫛歯状の領域が延伸する方向
に延伸しており、当該凸状構造体を覆う当該第１の共通電極の一部と当該第２の共通電極
の一部が接することにより、当該第１の共通電極及び当該第２の共通電極は電気的に接続
されていることを特徴とする。
【００４１】
開示される発明の一態様において、遮光性の層が当該第１の基板上に設けられ、当該凸状
構造体が当該遮光性の層と重畳して設けられていることを特徴とする。
【００４２】
開示される発明の一態様において、当該第１の基板と当該第２の基板の間にスペーサとし
て機能する凸状構造体が設けられ、当該凸状構造体は、当該櫛歯状の領域が延伸する方向
に延伸しており、当該凸状構造体を覆う当該第２の共通電極の一部と当該第１の共通電極
の一部が接することにより、当該第１の共通電極及び当該第２の共通電極は電気的に接続
されていることを特徴とする。
【００４３】
開示される発明の一態様において、遮光性の層が当該第１の基板上に設けられ、当該凸状
構造体が当該遮光性の層と重畳して設けられていることを特徴とする。
【００４４】
なお、第１、第２として付される序数詞は便宜上用いるものであり、工程順又は積層順を
示すものではない。また、本明細書において発明を特定するための事項として固有の名称
を示すものではない。
【発明の効果】
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【００４５】
開示される発明の一態様により、ブルー相を示す液晶相を使用した液晶表示装置において
、駆動電圧を低減させ、かつコントラスト比の低下を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】液晶表示装置の上面図。
【図２】液晶表示装置の断面図。
【図３】液晶表示装置の断面図。
【図４】液晶表示装置の作製工程を示す断面図。
【図５】液晶表示装置の作製工程を示す断面図。
【図６】液晶表示装置の作製工程を示す断面図。
【図７】液晶表示装置の上面図。
【図８】液晶表示装置の断面図。
【図９】液晶表示装置の上面図。
【図１０】液晶表示装置の断面図。
【図１１】液晶表示装置の上面図。
【図１２】液晶表示装置の断面図。
【図１３】液晶表示装置の上面図。
【図１４】液晶表示装置の上面図。
【図１５】液晶表示装置の上面図。
【図１６】液晶表示装置の上面図。
【図１７】液晶表示装置の上面図。
【図１８】液晶表示装置の断面図。
【図１９】液晶表示装置の上面図。
【図２０】液晶表示装置の断面図。
【図２１】液晶表示装置の上面図。
【図２２】液晶表示装置の上面図。
【図２３】液晶表示装置の上面図。
【図２４】液晶表示装置の上面図。
【図２５】液晶表示装置の上面図。
【図２６】液晶表示装置の上面図。
【図２７】液晶表示装置の断面図。
【図２８】液晶表示装置の断面図及び上面図。
【図２９】液晶表示装置の上面図。
【図３０】液晶表示装置の上面図。
【図３１】液晶表示装置の上面図。
【図３２】液晶パネルの上面図及び断面図。
【図３３】液晶モジュールの斜視図。
【図３４】電子機器の例を示す図。
【図３５】電子機器の例を示す図。
【図３６】液晶表示装置の上面図。
【図３７】電子機器の例を示す図。
【図３８】液晶表示装置の上面図。
【図３９】ブルー相を示す液晶について説明する図。
【発明を実施するための形態】
【００４７】
以下、本明細書に開示された発明の実施の態様について、図面を参照して説明する。但し
、本明細書に開示された発明は多くの異なる態様で実施することが可能であり、本明細書
に開示された発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなくその形態及び詳細を様々に変
更し得ることは当業者であれば容易に理解される。従って、本実施の形態の記載内容に限
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定して解釈されるものではない。なお、以下に示す図面において、同一部分又は同様な機
能を有する部分には同一の符号を付し、その繰り返しの説明は省略する。
【００４８】
なお本明細書に開示された発明において、半導体装置とは、半導体を利用することで機能
する素子及び装置全般を指し、電子回路、表示装置、発光装置等を含む電気装置およびそ
の電気装置を搭載した電子機器をその範疇とする。
【００４９】
［実施の形態１］
図１（Ａ）は、本実施の形態の液晶表示装置の第１の基板側の上面図、図１（Ｂ）は、本
実施の形態の液晶表示装置の第２の基板側の上面図であり、それぞれ１画素分の画素を示
している。図２は図１（Ａ）のＡ－Ｂの断面図、図３は図１（Ａ）のＣ－Ｄの断面図であ
る。
【００５０】
なお本実施の形態では、基板上に電極や配線が設けられているが、電極や配線が重畳して
いる様を明確にするために、図１（Ａ）では、電極や配線側から基板を見たときの上面図
、図１（Ｂ）では、基板側から電極や配線を見たときの上面図とする。
【００５１】
図１（Ａ）において、複数のソース配線層である配線層４０３が互いに平行（図中上下方
向に延伸）かつ互いに離間した状態で配置されている。複数のゲート配線層４０１（ゲー
ト電極層を含む）は、ソース配線層である配線層４０３に略直交する方向（図中左右方向
）に延伸し、かつ互いに離間するように配置されている。
【００５２】
容量配線層４０９は、ゲート配線層４０１及びソース配線層である配線層４０３それぞれ
に平行な方向に延伸している。ソース配線層である配線層４０３と、容量配線層４０９及
びゲート配線層４０１とによって、略長方形の空間が囲まれているが、この空間に液晶表
示装置の第１の画素電極である画素電極４０５、第１の共通電極である共通電極４０６が
、液晶層４４７を介して配置されている（図２参照）。画素電極４０５を駆動するトラン
ジスタ４２０は、図１（Ａ）中右下の角に配置されている。トランジスタ４２０は、ゲー
ト配線層４０１及びソース配線層である配線層４０３の交点にマトリクス状に複数配置さ
れている。
【００５３】
画素電極４０５及び共通電極４０６は、上面から見た形状が様々な開口パターン（スリッ
ト）を有し、屈曲部や枝分かれした櫛歯状を含む形状である。画素電極４０５及び共通電
極４０６が屈曲部や枝分かれした櫛歯状を含む形状である場合、画素電極４０５と共通電
極４０６とは互いの櫛歯状のパターンがかみ合うように同一の絶縁表面（例えば同一基板
や同一絶縁膜）に設けられる。画素電極４０５及び共通電極４０６の櫛歯状のパターンが
互いにかみ合う領域では、画素電極４０５の櫛歯状のパターン及び共通電極４０６の櫛歯
状のパターンとの間は、０．５μｍ以上２０μｍ以下、好ましくは１μｍ以上５μｍ以下
が好ましい。なお以下に説明する本実施の形態及び他の実施の形態においても、画素電極
の櫛歯状のパターン及び共通電極の櫛歯状のパターンの距離は上記の範囲であることが好
ましい。
【００５４】
図１（Ｂ）は、第２の基板側の第２の画素電極である画素電極４１５、第２の共通電極で
ある共通電極４１６を示している。画素電極４０５と共通電極４０６と同様に、画素電極
４１５と共通電極４１６とは互いの櫛歯状のパターンがかみ合うように同一の絶縁表面（
例えば同一基板や同一絶縁膜）に設けられている。かつ、画素電極４１５及び共通電極４
１６は、画素電極４０５及び共通電極４０６とそれぞれ平面図で見るとほぼ同形状である
。さらに画素電極４０５及び画素電極４１５、並びに、共通電極４０６及び共通電極４１
６は、それぞれ液晶層４４７を挟んで重畳している。
【００５５】
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第１の画素電極である画素電極４０５、及び、第１の共通電極である共通電極４０６の間
には第１の横方向電界が形成される。当該第１の横方向電界は、高さ方向に離れる（第２
の基板４４２に近づく）ほど強度が弱くなってしまう。第２の画素電極である画素電極４
１５、及び、第２の共通電極である共通電極４１６との間に第２の横方向電界が形成され
る。以上により、画素電極及び共通電極間の広い領域に渡って均一な横方向電界を形成す
ることが可能となる。
【００５６】
なお本明細書では、第１の横方向電界を形成する第１の画素電極及び第１の共通電極、並
びに、第２の横方向電界を形成する第２の画素電極及び第２の共通電極は、それぞれ同一
表面上に形成されている。しかし、第１の横方向電界及び第２の横方向電界がそれぞれ形
成されるのであれば、第１の画素電極及び第１の共通電極、並びに、第２の画素電極及び
第２の共通電極がそれぞれ設けられる位置は、同一表面上でなくてもよい。
【００５７】
また図１（Ａ）において画素電極４０５及び共通電極４０６をそれぞれ同一の導電膜で形
成したが、これに限定されず、画素電極４０５（又は共通電極４０６）の配線領域と櫛歯
状領域を異なる導電膜で形成してもよい。図３８（Ａ）は、配線４０５ｂ及び櫛歯状の電
極４０５ａから構成される画素電極４０５を示している。同様に、図３８（Ｂ）は、配線
４０６ｂ及び櫛歯状の電極４０６ａから構成される共通電極４０６を示している。さらに
、画素電極４１５及び共通電極４１６においても、配線領域と櫛歯状領域を異なる導電膜
で形成してもよい。
【００５８】
横方向電界の高さ方向の電界強度を強めることで、基板面と垂直方向に、均一かつ効率的
に電界を印加することができる。
【００５９】
横方向電界が発生する画素電極４０５及び共通電極４０６、並びに、画素電極４１５及び
共通電極４１６の下に凸状構造体を形成することがないので、コントラスト比の低下を抑
制し、かつ横方向電界の強度を強めることができる。
【００６０】
また図１（Ａ）及び図２に示すように、第１の基板４４１上に設けられた画素電極４０５
の一部の領域の下には、凸状構造体（本明細書では「リブ」ともいう）４０７が形成され
ている。当該画素電極４０５の一部は凸状構造体４０７を覆っている。凸状構造体４０７
を覆う画素電極４０５の一部は、第２の基板４４２上に設けられた画素電極４１５の一部
に接している。これにより、画素電極４０５と画素電極４１５を電気的に接続することが
できる。画素電極４０５と画素電極４１５を電気的に接続することができるので、画素電
極４０５と画素電極４１５を別々に駆動することなく、トランジスタ４２０のみで画素電
極４０５と画素電極４１５を駆動することができる。トランジスタ４２０のみで画素電極
４０５と画素電極４１５を駆動することができるので、液晶表示装置の消費電力を低減で
きる。また液晶表示装置の作製工程を低減させ、作製コストを削減することができる。
【００６１】
同様に、第１の基板４４１上に設けられた凸状構造体４０８を覆って、共通電極４０６の
一部が設けられている。凸状構造体４０８を覆う共通電極４０６の一部は、第２の基板４
４２上に設けられた共通電極４１６の一部に接している。これにより、共通電極４０６と
共通電極４１６を電気的に接続することができる。共通電極４０６と共通電極４１６を電
気的に接続することができるので、共通電極４０６の抵抗と共通電極４１６の抵抗を低減
することができる。これにより、共通電極４０６と共通電極４１６の駆動電圧を下げるこ
とができ、液晶表示装置の消費電力を低減できる。
【００６２】
ただし、第１の基板４４１に設けられた共通電極及び第２の基板４４２に設けられた共通
電極は、必ずしも画素内で接しなくてもよい。第１の基板４４１に設けられた共通電極及
び第２の基板４４２に設けられた共通電極は、画素以外の領域で電気的に接続されていて
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も構わない。なおこれは本実施の形態に限らず、他の実施の形態においても同様である。
【００６３】
なお凸状構造体４０７及び凸状構造体４０８は、それぞれ画素電極４０５の櫛歯状領域、
共通電極４０６の櫛歯状領域、画素電極４１５の櫛歯状領域、共通電極４１６の櫛歯状領
域を挟んで互いに離間するように配置されている。すなわち、横方向電界を発生させる画
素電極及び共通電極、並びに、凸状構造体４０７及び凸状構造体４０８は重畳しないよう
に配置する。これにより、凸状構造体４０７及び凸状構造体４０８は、液晶分子が横方向
電界に配向するのを妨げない。
【００６４】
凸状構造体４０７及び凸状構造体４０８は、それぞれ容量配線層４０９及びゲート配線層
４０１と重畳する領域に設けられている。容量配線層４０９及びゲート配線層４０１は光
を遮蔽するので、凸状構造体４０７及び凸状構造体４０８およびその周辺部は光を透過し
ない。これにより、光学的な偏光作用が生じず、液晶表示装置のコントラスト比は低下し
ない。
【００６５】
なお本実施の形態では、凸状構造体４０７及び凸状構造体４０８が、それぞれ容量配線層
４０９及びゲート配線層４０１と重畳する領域に設けられることによって、凸状構造体４
０７及び凸状構造体４０８を遮光する膜を別の工程で作製しなくてもよいという効果が得
られた。しかしながら、もし必要があれば、凸状構造体４０７及び凸状構造体４０８を遮
光する膜を第２の基板４４２側に設けてもよい。また必要であれば他の凸状構造体の遮光
膜も、当該凸状構造体が設けられている基板でなく、対向する基板に設けてもよい。さら
にこれは本実施の形態だけでなく、他の実施の形態においても同様である。
【００６６】
図１（Ａ）及び図３に示すように、画素電極４０５には、トランジスタ４２０の半導体層
４０２と電気的に接続する配線層４０３又は配線層４０４を介して、画像信号の電位が印
加される。画素電極４１５には、上述のように凸状構造体４０７を覆って形成された画素
電極４０５の一部を介して、画像信号の電位が印加される。
【００６７】
一方、液晶素子の共通電極４０６には、画素電極に供給される画像信号の電位に対して基
準となる固定電位（一例としてはグラウンド電位（接地電位））が印加される。共通電極
４１６には、上述のように凸状構造体４０８を覆って形成された共通電極４０６の一部を
介して、固定電位が印加される。
【００６８】
図３にも示されるように、トランジスタ４２０は逆スタガ型の薄膜トランジスタであり、
絶縁表面を有する基板である第１の基板４４１上に形成され、ゲート配線層４０１、ゲー
ト絶縁層４４３、半導体層４０２、ソース電極層又はドレイン電極層の一方として機能す
る配線層４０３、ソース電極層又はドレイン電極層の他方として機能する配線層４０４を
含む。
【００６９】
トランジスタ４２０を覆い、半導体層４０２に接する絶縁膜４４４及び絶縁膜４４５が設
けられ、絶縁膜４４５上に絶縁層４４６が積層されている。絶縁膜４４４、絶縁膜４４５
、及び絶縁層４４６はトランジスタ４２０と画素電極４０５及び共通電極４０６との間に
設けられた層間絶縁膜として機能する。
【００７０】
配線層４０４と画素電極４０５との間に設けられる絶縁膜４４４、絶縁膜４４５、絶縁層
４４６は選択的に除去されており、開口部４１０が形成されている。本実施の形態では該
開口部４１０は配線層４０４に達する例を示す。該開口部４１０を充填するように液晶層
４４７が形成されている。
【００７１】
画素電極４０５及び共通電極４０６上には液晶層４４７が設けられ、対向基板である第２
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の基板４４２で封止されている。
【００７２】
またゲート配線層４０１と同工程及び同材料で形成される容量配線層４０９、ゲート絶縁
層４４３、及び配線層４０４が重畳する領域では、保持容量が形成される。
【００７３】
第１の基板４４１及び第２の基板４４２は透光性基板であり、それぞれ外側（液晶層４４
７と反対側）に偏光板４３３ａ及び偏光板４３３ｂが設けられている。
【００７４】
図４（Ａ）～図４（Ｃ）、図５（Ａ）～図５（Ｂ）、図６（Ａ）～図６（Ｂ）を用いて、
図１に示す液晶表示装置の作製工程を説明する。図４（Ａ）～図４（Ｃ）、図５（Ａ）～
図５（Ｂ）、図６（Ａ）～図６（Ｂ）は、液晶表示装置の作製工程の断面図である。
【００７５】
図４（Ａ）において、素子基板である第１の基板４４１上にゲート配線層４０１、容量配
線層４０９、ゲート絶縁層４４３、及び半導体層４０２が形成され、ゲート配線層４０１
、ゲート絶縁層４４３、及び半導体層４０２上に導電膜４４８が形成されている。
【００７６】
下地膜となる絶縁膜を第１の基板４４１とゲート配線層４０１の間に設けてもよい。下地
膜は、第１の基板４４１からの不純物元素の拡散を防止する機能があり、窒化珪素膜、酸
化珪素膜、窒化酸化珪素膜、又は酸化窒化珪素膜から選ばれた一又は複数の膜による単層
、又は積層構造により形成することができる。
【００７７】
ゲート配線層４０１の材料は、モリブデン、チタン、クロム、タンタル、タングステン、
アルミニウム、銅、ネオジム、スカンジウム等の金属材料又はこれらを主成分とする合金
材料を用いて、単層で又は積層して形成することができる。ゲート配線層４０１に遮光性
を有する導電膜を用いることで、バックライトからの光（第１の基板４４１から入射する
光）が、半導体層４０２へ入射することを防止することができる。容量配線層４０９は、
ゲート配線層４０１と同様の材料同様の工程で形成される。
【００７８】
例えば、ゲート配線層４０１の２層の積層構造としては、アルミニウム層上にモリブデン
層が積層された２層の積層構造、または銅層上にモリブデン層を積層した２層構造、また
は銅層上に窒化チタン層若しくは窒化タンタルを積層した２層構造、窒化チタン層とモリ
ブデン層とを積層した２層構造とすることが好ましい。３層の積層構造としては、タング
ステン層または窒化タングステン層と、アルミニウムとシリコンの合金またはアルミニウ
ムとチタンの合金と、窒化チタン層またはチタン層とを積層した積層構造とすることが好
ましい。
【００７９】
ゲート絶縁層４４３は、プラズマＣＶＤ法又はスパッタリング法等を用いて、酸化シリコ
ン層、窒化シリコン層、酸化窒化シリコン層又は窒化酸化シリコン層を単層で又は積層し
て形成することができる。また、ゲート絶縁層４４３として、有機シランガスを用いたＣ
ＶＤ法により酸化シリコン層を形成することも可能である。有機シランガスとしては、珪
酸エチル（ＴＥＯＳ：化学式Ｓｉ（ＯＣ２Ｈ５）４）、テトラメチルシラン（ＴＭＳ：化
学式Ｓｉ（ＣＨ３）４）、テトラメチルシクロテトラシロキサン（ＴＭＣＴＳ）、オクタ
メチルシクロテトラシロキサン（ＯＭＣＴＳ）、ヘキサメチルジシラザン（ＨＭＤＳ）、
トリエトキシシラン（ＳｉＨ（ＯＣ２Ｈ５）３）、トリスジメチルアミノシラン（ＳｉＨ
（Ｎ（ＣＨ３）２）３）等のシリコン含有化合物を用いることができる。
【００８０】
半導体層４０２の材料としては、四元系金属の酸化物であるＩｎ－Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ
系酸化物半導体や、三元系金属の酸化物であるＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ｉ
ｎ－Ｓｎ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ｉｎ－Ａｌ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ｓｎ－Ｇａ
－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ａｌ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ｓｎ－Ａｌ－Ｚｎ－
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Ｏ系酸化物半導体や、二元系金属の酸化物であるＩｎ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ｓｎ－
Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ａｌ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ｚｎ－Ｍｇ－Ｏ系酸化物半導
体、Ｓｎ－Ｍｇ－Ｏ系酸化物半導体、Ｉｎ－Ｍｇ－Ｏ系酸化物半導体、Ｉｎ－Ｇａ－Ｏ系
酸化物半導体や、Ｉｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ｓｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ｚｎ－Ｏ系酸化物
半導体などを用いることができる。
【００８１】
或いは半導体層４０２として、微結晶半導体膜、代表的には、微結晶シリコン膜、微結晶
シリコンゲルマニウム膜、微結晶ゲルマニウム膜等を用いて形成してもよい。
【００８２】
導電膜４４８の材料としては、Ａｌ、Ｃｒ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ｗから選ばれた元素、ま
たは上述した元素を成分とする合金か、上述した元素を組み合わせた合金膜等が挙げられ
る。また、熱処理を行う場合には、この熱処理に耐える耐熱性を導電膜に持たせることが
好ましい。例えば、Ａｌ単体では耐熱性が劣り、また腐蝕しやすい等の問題点があるので
耐熱性導電性材料と組み合わせて形成する。Ａｌと組み合わせる耐熱性導電性材料として
は、チタン（Ｔｉ）、タンタル（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）、モリブデン（Ｍｏ）、ク
ロム（Ｃｒ）、ネオジム（Ｎｄ）、スカンジウム（Ｓｃ）から選ばれた元素、または上述
した元素を成分とする合金か、上述した元素を組み合わせた合金膜、または上述した元素
を成分とする窒化物で形成する。
【００８３】
また、導電膜４４８としては導電性の金属酸化物で形成しても良い。導電性の金属酸化物
としては酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３）、酸化スズ（ＳｎＯ２）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、
酸化インジウム酸化スズ（Ｉｎ２Ｏ３―ＳｎＯ２、Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ：
ＩＴＯと略記する）、酸化インジウム酸化亜鉛（Ｉｎ２Ｏ３―ＺｎＯ）またはこれらの金
属酸化物材料に酸化シリコンを含ませたものを用いることができる。
【００８４】
ゲート絶縁層４４３、半導体層４０２、導電膜４４８を大気に触れさせることなく連続的
に形成してもよい。大気に触れさせることなく連続成膜することで、大気成分や大気中に
浮遊する汚染不純物元素に汚染されることなく各積層界面を形成することができるので、
トランジスタ特性のばらつきを低減することができる。
【００８５】
導電膜４４８をフォトリソグラフィ工程により加工し、ソース配線層である配線層４０３
、ドレイン電極層である配線層４０４を形成する（図４（Ｂ）参照）。なお、本実施の形
態では、導電膜４４８のエッチング工程において、半導体層４０２は配線層４０３及び配
線層４０４が形成されない領域が一部エッチングされ、溝部（凹部）を有する半導体層と
なる例を示す。
【００８６】
以上により、ゲート配線層４０１、ゲート絶縁層４４３、半導体層４０２、配線層４０３
、配線層４０４を有するトランジスタ４２０が形成される。
【００８７】
半導体層４０２、配線層４０３、配線層４０４、及びゲート絶縁層４４３上に絶縁膜４４
４、絶縁膜４４５、及び絶縁層４４６を積層する（図４（Ｃ）参照）。
【００８８】
トランジスタ４２０を覆う絶縁膜４４４、絶縁膜４４５、及び絶縁層４４６は、乾式法や
湿式法で形成される無機絶縁膜、有機絶縁膜を用いることができる。例えば、窒化シリコ
ン、酸化シリコン、窒化酸化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化アルミニウム、酸化アル
ミニウム、窒化酸化アルミニウム、酸化窒化アルミニウムなどを用いて、ＣＶＤ法やスパ
ッタリング法などの乾式法により形成してもよいし、ポリイミド、アクリル、ベンゾシク
ロブテン、ポリアミド、エポキシ等の有機材料を用いて、スピンコート、ディップ、スプ
レー塗布、液滴吐出法（インクジェット法、スクリーン印刷、オフセット印刷等）、ロー
ルコート、カーテンコート、ナイフコートなどの湿式法により形成してもよい。また上記
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有機材料の他に、低誘電率材料（ｌｏｗ－ｋ材料）、シロキサン系樹脂、ＰＳＧ（リンガ
ラス）、ＢＰＳＧ（リンボロンガラス）等を用いることができる。
【００８９】
なおシロキサン系樹脂とは、シロキサン系材料を出発材料として形成されたＳｉ－Ｏ－Ｓ
ｉ結合を含む樹脂に相当する。シロキサン系樹脂は置換基としては有機基（例えばアルキ
ル基やアリール基）やフルオロ基を用いても良い。また、有機基はフルオロ基を有してい
ても良い。シロキサン系樹脂は塗布法により成膜し、焼成することによって絶縁層４４６
として用いることができる。
【００９０】
なお、これらの材料で形成される絶縁膜を複数積層させることで、絶縁膜４４４及び絶縁
膜４４５を形成してもよい。例えば、無機絶縁膜上に有機樹脂膜を積層する構造としても
よい。
【００９１】
次いで、絶縁膜４４４、絶縁膜４４５、及び絶縁層４４６に配線層４０４に達する開口部
（コンタクトホール）４１０を形成する（図５（Ａ）参照）。
【００９２】
絶縁層４４６上に、凸状構造体４０７を形成する（図５（Ｂ）参照）。なお図５（Ｂ）に
は示さないが、同工程で絶縁層４４６上に凸状構造体４０８も形成される。凸状構造体４
０７及び凸状構造体４０８は、半円に近い先端が丸いドーム形状の構造体である。このよ
うに構造体表面が曲面を有していると上に積層する画素電極４０５及び共通電極４０６が
被覆性よく良好な形状で形成することができる。
【００９３】
なお本実施の形態では、開口部４１０を形成後に凸状構造体４０７を形成する例を示した
が、作製工程の順はこの限りではない。絶縁層４４６上に凸状構造体４０７及び凸状構造
体４０８を形成した後に、開口部４１０を形成してもよい。
【００９４】
凸状構造体４０７及び凸状構造体４０８それぞれは、絶縁物、例えば無機絶縁層、又は有
機樹脂層、或いはそれらの積層で形成すればよい。また凸状構造体４０７及び凸状構造体
４０８として、金属膜を用いて形成してもよい。凸状構造体４０７及び凸状構造体４０８
として金属膜を用いた場合は、凸状構造体４０７及び凸状構造体４０８上に画素電極４０
５及び共通電極４０６を形成しなくてもよい。
【００９５】
次いで、開口部４１０、絶縁層４４６、及び凸状構造体４０７上に導電膜を形成する。導
電膜をフォトリソグラフィ工程により加工し、配線層４０４と電気的に接続する画素電極
４０５、及び、共通電極４０６を形成する（図６（Ａ）参照）。なお図６（Ａ）には図示
しないが、凸状構造体４０８上には、共通電極４０６が形成される。また上述のように、
凸状構造体４０７及び凸状構造体４０８として金属膜を用いた場合は、凸状構造体４０７
及び凸状構造体４０８上に画素電極４０５及び共通電極４０６を形成しなくてもよい。
【００９６】
画素電極４０５及び共通電極４０６の材料として、透光性を有する導電材料、例えば、酸
化タングステンを含むインジウム酸化物、酸化タングステンを含むインジウム亜鉛酸化物
、酸化チタンを含むインジウム酸化物、酸化チタンを含むインジウム錫酸化物、インジウ
ム錫酸化物（以下、ＩＴＯと示す）、インジウム亜鉛酸化物、酸化ケイ素を添加したイン
ジウム錫酸化物などの透光性を有する導電性材料を用いることができる。
【００９７】
画素電極４０５及び共通電極４０６の材料として、導電性高分子（導電性ポリマーともい
う）を含む導電性組成物を用いて形成することができる。導電性組成物を用いて形成した
画素電極４０５及び共通電極４０６の材料として、は、シート抵抗が１００００Ω／□以
下、波長５５０ｎｍにおける透光率が７０％以上であることが好ましい。また、導電性組
成物に含まれる導電性高分子の抵抗率が０．１Ω・ｃｍ以下であることが好ましい。
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【００９８】
導電性高分子としては、いわゆるπ電子共役系導電性高分子が用いることができる。例え
ば、ポリアニリンまたはその誘導体、ポリピロールまたはその誘導体、ポリチオフェンま
たはその誘導体、若しくはアニリン、ピロールおよびチオフェンの２種以上からなる共重
合体若しくはその誘導体などがあげられる。
【００９９】
第１の基板４４１に画素電極４０５及び共通電極４０６を形成する工程と同工程で、第２
の基板４４２上に、画素電極４１５及び共通電極４１６を形成する（図６（Ｂ）参照）。
画素電極４１５は画素電極４０５と平面から見て同形状であり、かつ、互いに重畳するよ
うに形成する。同様に、共通電極４１６は共通電極４０６と平面から見て同形状であり、
かつ、互いに重畳するように形成する。
【０１００】
第１の基板４４１と対向基板である第２の基板４４２とを、液晶層４４７を間に挟持させ
てシール材で固着する。液晶層４４７を形成する方法として、ディスペンサ法（滴下法）
や、第１の基板４４１と第２の基板４４２とを貼り合わせてから毛細管現象等を用いて液
晶を注入する注入法を用いることができる。なお液晶層４４７の厚さは１μｍ以上２０μ
ｍ以下が好ましい。本実施の形態の凸状構造体の高さは、液晶層４４７の厚さが１μｍ以
上２０μｍ以下となるように決定すればよい。
【０１０１】
液晶層４４７には、ブルー相を示す液晶材料を用いる。
【０１０２】
ブルー相を示す液晶材料として液晶及びカイラル剤を含む。カイラル剤は、液晶を螺旋構
造に配向させ、ブルー相を発現させるために用いる。例えば、数重量％以上のカイラル剤
を混合させた液晶材料を液晶層に用いればよい。
【０１０３】
液晶は、サーモトロピック液晶、低分子液晶、高分子液晶、強誘電液晶、反強誘電液晶等
を用いる。
【０１０４】
カイラル剤は、液晶に対する相溶性が良く、かつ捩れ力の強い材料を用いる。また、Ｒ体
、Ｓ体のどちらか片方の材料が良く、Ｒ体とＳ体の割合が５０：５０のラセミ体は使用し
ない。
【０１０５】
上記液晶材料は、条件により、コレステリック相、コレステリックブルー相、スメクチッ
ク相、スメクチックブルー相、キュービック相、カイラルネマチック相、等方相等を示す
。
【０１０６】
ブルー相であるコレステリックブルー相及びスメクチックブルー相は、螺旋ピッチが５０
０ｎｍ以下とピッチの比較的短いコレステリック相またはスメクチック相を有する液晶材
料にみられる。液晶材料の配向は二重ねじれ構造を有する。可視光の波長以下の秩序を有
しているため、透明であり、電圧印加によって配向秩序が変化して光学的変調作用が生じ
る。ブルー相は光学的に等方であるため視野角依存性がなく、配向膜を形成しなくとも良
いため、表示画像の質の向上及びコスト削減が可能である。
【０１０７】
また、ブルー相は狭い温度範囲でしか発現が難しく、温度範囲を広く改善するために液晶
材料に、光硬化樹脂及び光重合開始剤を添加し、高分子安定化処理を行うことが好ましい
。高分子安定化処理は、液晶、カイラル剤、光硬化樹脂、及び光重合開始剤を含む液晶材
料に、光硬化樹脂、及び光重合開始剤が反応する波長の光を照射して行う。この高分子安
定化処理は、温度制御を行い、等方相を示した状態で光照射して行っても良いし、ブルー
相を示した状態で光照射して行ってもよい。
【０１０８】
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例えば、液晶層の温度を制御し、ブルー相を発現した状態で液晶層に光を照射することに
より高分子安定化処理を行う。但し、これに限定されず、ブルー相と等方相間の相転移温
度から＋１０℃以内、好ましくは＋５℃以内の等方相を発現した状態で液晶層に光を照射
することにより高分子安定化処理を行ってもよい。ブルー相と等方相間の相転移温度とは
、昇温時にブルー相から等方相に転移する温度又は降温時に等方相からブルー相に相転移
する温度をいう。高分子安定化処理の一例としては、液晶層を等方相まで加熱した後、徐
々に降温させてブルー相にまで相転移させ、ブルー相が発現する温度を保持した状態で光
を照射することができる。他にも、液晶層を徐々に加熱して等方相に相転移させた後、ブ
ルー相と等方相間の相転移温度から＋１０℃以内、好ましくは＋５℃以内の状態（等方相
を発現した状態）で光を照射することができる。また、液晶材料に含まれる光硬化樹脂と
して、紫外線硬化樹脂（ＵＶ硬化樹脂）を用いる場合、液晶層に紫外線を照射すればよい
。なお、ブルー相を発現させなくとも、ブルー相と等方相間の相転移温度から＋１０℃以
内、好ましくは＋５℃以内の状態（等方相を発現した状態）で光を照射して高分子安定化
処理を行えば、応答速度が１ｍｓｅｃ以下と短く高速応答が可能である。
【０１０９】
光硬化樹脂は、アクリレート、メタクリレートなどの単官能モノマーでもよく、ジアクリ
レート、トリアクリレート、ジメタクリレート、トリメタクリレートなどの多官能モノマ
ーでもよく、これらを混合させたものでもよい。また、液晶性のものでも非液晶性のもの
でもよく、両者を混合させてもよい。光硬化樹脂は、用いる光重合開始剤の反応する波長
の光で硬化する樹脂を選択すれば良く、代表的には紫外線硬化樹脂を用いることができる
。
【０１１０】
光重合開始剤は、光照射によってラジカルを発生させるラジカル重合開始剤でもよく、酸
を発生させる酸発生剤でもよく、塩基を発生させる塩基発生剤でもよい。
【０１１１】
具体的には、液晶材料として、ＪＣ－１０４１ＸＸ（チッソ株式会社製）と４－シアノ－
４’－ペンチルビフェニルの混合物を用いることができ、カイラル剤としては、ＺＬＩ－
４５７２（メルク株式会社製）を用いることができ、光硬化樹脂は、２－エチルヘキシル
アクリレート、ＲＭ２５７（メルク株式会社製）、トリメチロールプロパントリアクリレ
ートを用いることができ、光重合開始剤としては２，２－ジメトキシ－２－フェニルアセ
トフェノンを用いることができる。
【０１１２】
ブルー相を示す液晶を用いることで、図３９（Ａ）に示すように、立ち上がり時間９０１
（透過率１０％から透過率９０％に達するまでに要する時間）及び立ち下がり時間９０２
（透過率９０％から透過率１０％に達するまでに要する時間）を、１ミリ秒以下とするこ
とができる。一方、従来例である、垂直配向（ＶＡ）モードの液晶を用いた場合の立ち上
がり時間９０３と立ち下がり時間９０４は、図３９（Ｂ）に示す通り、ブルー相を示す液
晶よりも長く、数ミリ秒以上要する。
【０１１３】
このように、ブルー相を示す液晶材料は、応答速度が従来の液晶材料よりも短く、高速応
答が可能であるため、ブルー相を示す液晶を用いた液晶表示装置の高性能化が可能になる
。
【０１１４】
本明細書において、液晶表示装置は光源の光を透過することによって表示を行う透過型の
液晶表示装置である（又は半透過型の液晶表示装置）場合、少なくとも画素領域において
光を透過させる必要がある。よって光が透過する画素領域に存在する第１の基板、第２の
基板、他絶縁膜、導電膜などの薄膜はすべて可視光の波長領域の光に対して透光性とする
。
【０１１５】
シール材としては、代表的には可視光硬化性、紫外線硬化性または熱硬化性の樹脂を用い
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るのが好ましい。代表的には、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、アミン樹脂などを用いるこ
とができる。また、光（代表的には紫外線）重合開始剤、熱硬化剤、フィラー、カップリ
ング剤を含んでもよい。
【０１１６】
液晶層に、光を照射して高分子安定化処理を行い、液晶層４４７を形成する。光は、液晶
層に含まれる光硬化樹脂、及び光重合開始剤が反応する波長の光とする。この光照射によ
る高分子安定化処理により、液晶層４４７がブルー相を示す温度範囲を広く改善すること
ができる。
【０１１７】
なお液晶層は、電圧無印加時に垂直配向する液晶層を用いてもよい。
【０１１８】
シール材に紫外線などの光硬化樹脂を用い、滴下法で液晶層を形成する場合など、高分子
安定化処理の光照射工程によってシール材の硬化も行ってもよい。
【０１１９】
遮光層をトランジスタの少なくとも半導体層上方を覆うように設けると、トランジスタの
半導体層への光の入射を遮断することができるため、半導体の光感度によるトランジスタ
の電気特性の変動を防止し、より安定化させることができる。また、遮光層をコンタクト
ホール上や画素間を覆うように設けるとコンタクトホール上に発生しやすい液晶の配向欠
陥による光漏れ等の表示ムラを隠すことができるため、コントラストの低下を抑制するこ
とができる。よって、液晶表示装置の高精細化、高信頼性化を達成することができる。
【０１２０】
遮光層は、光を反射、又は吸収し、遮光性を有する材料を用いる。例えば、黒色の有機樹
脂を用いることができ、感光性又は非感光性のポリイミドなどの樹脂材料に、顔料系の黒
色樹脂やカーボンブラック、チタンブラック等を混合させて形成すればよい。また、遮光
性の金属膜を用いることもでき、例えばクロム、モリブデン、ニッケル、チタン、コバル
ト、銅、タングステン、又はアルミニウムなどを用いればよい。
【０１２１】
遮光層の形成方法は特に限定されず、材料に応じて、蒸着法、スパッタ法、ＣＶＤ法など
の乾式法、又はスピンコート、ディップ、スプレー塗布、液滴吐出法（インクジェット法
等）印刷法（スクリーン印刷、オフセット印刷等）などの湿式法を用い、必要に応じてエ
ッチング法（ドライエッチング又はウエットエッチング）により所望のパターンに加工す
ればよい。
【０１２２】
素子基板である第１の基板４４１側に遮光層を作り込む構成であると、高分子安定化のた
めの光照射処理工程において、該遮光層によって対向基板（第２の基板４４２）側から照
射される光が吸収、遮断されることがないために、液晶層全体に均一に照射し、液晶層を
光重合することができる。よって、不均一な光重合による液晶の配向乱れやそれに伴う表
示ムラなどを防止することができる。
【０１２３】
本実施の形態では、第１の基板４４１の外側（液晶層４４７と反対側）に偏光板４３３ａ
を、第２の基板４４２の外側（液晶層４４７と反対側）に偏光板４３３ｂを設ける。また
、偏光板の他、位相差板、反射防止膜などの光学フィルムなどを設けてもよい。例えば、
偏光板及び位相差板による円偏光を用いてもよい。以上の工程で、液晶表示装置を完成さ
せることができる。
【０１２４】
また、大型の基板を用いて複数の液晶表示装置を作製する場合（所謂多面取り）、その分
断工程は、高分子安定化処理の前か、偏光板を設ける前に行うことができる。分断工程に
よる液晶層への影響（分断工程時にかかる力などによる配向乱れなど）を考慮すると、第
１の基板と第２の基板とを貼り合わせた後、高分子安定化処理の前が好ましい。
【０１２５】
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図示しないが、光源としてバックライト、サイドライトなどを用いればよい。光源からの
光は、素子基板である第１の基板４４１側から、視認側である第２の基板４４２へと透過
するように照射される。
【０１２６】
ブルー相を示す液晶材料は、応答速度が１ｍｓｅｃ以下と短く高速応答が可能であるため
、液晶表示装置の高性能化が可能になる。
【０１２７】
例えば、高速応答が可能であるため、バックライト装置にＲＧＢの発光ダイオード（ＬＥ
Ｄ）等を配置し、時分割によりカラー表示する継時加法混色法（フィールドシーケンシャ
ル法）や、時分割により左右の映像を交互に見るシャッター眼鏡方式による３次元表示方
式に好適に採用できる。
【０１２８】
以上本実施の形態により、ブルー相を示す液晶材料を用いた液晶表示装置において、駆動
電圧を低減させ、かつコントラスト比の低下を抑制することができる。
【０１２９】
［実施の形態２］
本実施の形態では、実施の形態１とは異なる構成を有する液晶表示装置について、図７（
Ａ）～図７（Ｂ）及び図８を用いて説明する。なお本実施の形態において、実施の形態１
と同じものは同じ符号で示している。
【０１３０】
図７（Ａ）は、本実施の形態の液晶表示装置の第１の基板側の上面図、図７（Ｂ）は、本
実施の形態の液晶表示装置の第２の基板側の上面図であり、それぞれ１画素分の画素を示
している。また図８は、図７（Ａ）のＥ－Ｆの断面図である。
【０１３１】
なお本実施の形態では、上述の実施の形態と同様に、基板上に電極や配線が設けられてい
るが、電極や配線が重畳している様を明確にするために、図７（Ａ）では、電極や配線側
から基板を見たときの上面図、図７（Ｂ）では、基板側から電極や配線を見たときの上面
図とする。
【０１３２】
本実施の形態の凸状構造体４２７及び凸状構造体４２８は、画素電極４２５の櫛歯状の領
域及び共通電極４２６の櫛歯状の領域が延伸する方向に延伸している。よって、凸状構造
体４２７を覆って形成される画素電極４２５の一部、及び、凸状構造体４２８を覆って形
成される共通電極４２６の一部も、画素電極４２５の櫛歯状の領域及び共通電極４２６の
櫛歯状の領域の延伸する方向に延伸する。
【０１３３】
凸状構造体４２７及び凸状構造体４２８を上述のように配置すると、凸状構造体４２７を
覆う画素電極４２５の一部、及び、凸状構造体４２８を覆う共通電極４２６の一部によっ
て、横方向電界の強度を強めることができる。つまり液晶層４４７の高さ方向（膜厚方向
）に画素電極４２５の一部及び共通電極４２６の一部が存在しているので、横方向電界が
高さ方向（膜厚方向）にも広く形成され、画素電極及び共通電極間の広い領域に渡って均
一な横方向電界を形成することが可能となる。
【０１３４】
凸状構造体４２７及び凸状構造体４２８は、それぞれ容量配線層４０９及びゲート配線層
４０１と重畳する領域に設けられている。容量配線層４０９及びゲート配線層４０１は光
を遮蔽するので、凸状構造体４２７及び凸状構造体４２８およびその周辺部は光を透過し
ない。これにより、光学的な偏光作用が生じず、液晶表示装置のコントラスト比は低下し
ない。
【０１３５】
また実施の形態１と同様に、凸状構造体４２７を覆う画素電極４２５の一部は、第２の基
板４４２上に設けられた画素電極４３５の一部に接している。これにより、画素電極４２
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５と画素電極４３５を電気的に接続することができる。画素電極４２５と画素電極４３５
を電気的に接続することができるので、画素電極４２５と画素電極４３５を別々に駆動す
ることなく、トランジスタ４２０のみで画素電極４２５と画素電極４３５を駆動すること
ができる。トランジスタ４２０のみで画素電極４２５と画素電極４３５を駆動することが
できるので、液晶表示装置の消費電力を低減できる。また液晶表示装置の作製工程を低減
させ、作製コストを削減することができる。
【０１３６】
同様に、凸状構造体４２８を覆う共通電極４２６の一部は、第１の基板４４１上に設けら
れた共通電極４３６の一部に接している。これにより、共通電極４２６と共通電極４３６
を電気的に接続することができる。共通電極４２６と共通電極４３６を電気的に接続する
ことができるので、共通電極４２６の抵抗と共通電極４３６の抵抗を低減することができ
る。これにより、共通電極４２６と共通電極４３６の駆動電圧を下げることができ、液晶
表示装置の消費電力を低減できる。
【０１３７】
また本実施の形態では、画素電極及び共通電極それぞれの配線領域と櫛歯状領域を同じ導
電膜で形成したが、実施の形態１の図３８（Ａ）及び図３８（Ｂ）と同様に、画素電極及
び共通電極それぞれの配線領域と櫛歯状領域を異なる導電膜で形成してもよい。
【０１３８】
以上本実施の形態により、ブルー相を示す液晶層を用いた液晶表示装置において、横方向
電界を発生させる画素電極及び共通電極の下に凸状構造体を形成することがないので、コ
ントラスト比の低下を抑制し、かつ横方向電界の強度を強めることができる。
【０１３９】
［実施の形態３］
本実施の形態では、実施の形態１及び実施の形態２とは異なる構成を有する液晶表示装置
について、図９（Ａ）～図９（Ｂ）、図１０、図１１（Ａ）～図１１（Ｂ）、及び図１２
を用いて説明する。なお本実施の形態において、実施の形態１及び実施の形態２と同じも
のは同じ符号で示している。
【０１４０】
図９（Ａ）は、本実施の形態の液晶表示装置の第１の基板側の上面図、図９（Ｂ）は、本
実施の形態の液晶表示装置の第２の基板側の上面図であり、それぞれ１画素分の画素を示
している。また図１０は、図９（Ｂ）のＧ－Ｈの断面図である。
【０１４１】
なお本実施の形態では、上述の実施の形態と同様に、基板上に電極や配線が設けられてい
るが、電極や配線が重畳している様を明確にするために、図９（Ａ）では、電極や配線側
から基板を見たときの上面図、図９（Ｂ）では、基板側から電極や配線を見たときの上面
図とする。
【０１４２】
図９（Ａ）～図９（Ｂ）及び図１０に示す液晶表示装置は、実施の形態１（図１（Ａ）～
図１（Ｂ）及び図２参照）とほぼ同様の構造を有する。ただし、図９（Ａ）～図９（Ｂ）
及び図１０に示す液晶表示装置は、実施の形態１の液晶表示装置とは異なり、凸状構造体
が、素子基板である第１の基板４４１ではなく、対向基板である第２の基板４４２上に設
けられている。
【０１４３】
図９（Ｂ）及び図１０に示すように、第２の基板４４２上には、凸状構造体４５７及び凸
状構造体４５８が設けられている。
【０１４４】
画素電極４１５の一部は凸状構造体４５７を覆っている。凸状構造体４５７を覆う画素電
極４１５の一部は、第１の基板４４１上に設けられた画素電極４０５の一部に接している
。これにより、画素電極４０５と画素電極４１５を電気的に接続することができる。画素
電極４０５と画素電極４１５を電気的に接続することができるので、画素電極４０５と画
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素電極４１５を別々に駆動することなく、トランジスタ４２０のみで画素電極４０５と画
素電極４１５を駆動することができる。トランジスタ４２０のみで画素電極４０５と画素
電極４１５を駆動することができるので、液晶表示装置の消費電力を低減できる。また液
晶表示装置の作製工程を低減させ、作製コストを削減することができる。
【０１４５】
同様に、第２の基板４４２上に設けられた凸状構造体４５８を覆って、共通電極４１６の
一部が設けられている。凸状構造体４５８を覆う共通電極４１６の一部は、第１の基板４
４１上に設けられた共通電極４０６の一部に接している。これにより、共通電極４０６と
共通電極４１６を電気的に接続することができる。共通電極４０６と共通電極４１６を電
気的に接続することができるので、共通電極４０６の抵抗と共通電極４１６の抵抗を低減
することができる。これにより、共通電極４０６と共通電極４１６の駆動電圧を下げるこ
とができ、液晶表示装置の消費電力を低減できる。
【０１４６】
なお凸状構造体４５７及び凸状構造体４５８は、それぞれ画素電極４０５の櫛歯状領域、
共通電極４０６の櫛歯状領域、画素電極４１５の櫛歯状領域、共通電極４１６の櫛歯状領
域を挟んで互いに離間するように配置されている。すなわち、横方向電界を発生させる画
素電極及び共通電極、並びに、凸状構造体４５７及び凸状構造体４５８は重畳しないよう
に配置する。これにより、凸状構造体４５７及び凸状構造体４５８は、液晶分子が横方向
電界に配向するのを妨げない。
【０１４７】
凸状構造体４５７及び凸状構造体４５８は、それぞれ容量配線層４０９及びゲート配線層
４０１と重畳する領域に設けられている。容量配線層４０９及びゲート配線層４０１は光
を遮蔽するので、凸状構造体４５７及び凸状構造体４５８およびその周辺部は光を透過し
ない。これにより、光学的な偏光作用が生じず、液晶表示装置のコントラスト比は低下し
ない。
【０１４８】
また、図１１（Ａ）は本実施の形態の別の液晶表示装置の第１の基板側の上面図、図１１
（Ｂ）は、図１１（Ａ）に示す液晶表示装置の第２の基板側の上面図であり、それぞれ１
画素分の画素を示している。また図１２は、図１１（Ｂ）のＪ－Ｋの断面図である。
【０１４９】
なお本実施の形態では、上述の実施の形態と同様に、基板上に電極や配線が設けられてい
るが、電極や配線が重畳している様を明確にするために、図１１（Ａ）では、電極や配線
側から基板を見たときの上面図、図１１（Ｂ）では、基板側から電極や配線を見たときの
上面図とする。
【０１５０】
図１１（Ａ）～図１１（Ｂ）及び図１２に示す液晶表示装置は、実施の形態２（図７（Ａ
）～図７（Ｂ）及び図８参照）とほぼ同様の構造を有する。ただし、図１１（Ａ）～図１
１（Ｂ）及び図１２に示す液晶表示装置は、実施の形態２の液晶表示装置とは異なり、凸
状構造体が、素子基板である第１の基板４４１ではなく、対向基板である第２の基板４４
２上に設けられている。
【０１５１】
図１１（Ｂ）及び図１２に示すように、第２の基板４４２上には、凸状構造体４６７及び
凸状構造体４６８が設けられている。
【０１５２】
本実施の形態の凸状構造体４６７及び凸状構造体４６８は、画素電極４３５の櫛歯状の領
域及び共通電極４３６の櫛歯状の領域が延伸する方向に延伸している。よって、凸状構造
体４６７を覆って形成される画素電極４３５の一部、及び、凸状構造体４６８を覆って形
成される共通電極４３６の一部も、画素電極４３５の櫛歯状の領域及び共通電極４３６の
櫛歯状の領域が延伸する方向に延伸する。
【０１５３】
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凸状構造体４６７及び凸状構造体４６８を上述のように配置すると、凸状構造体４６７を
覆う画素電極４３５の一部、及び、凸状構造体４６８を覆う共通電極４３６の一部によっ
て、横方向電界の強度を強めることができる。つまり液晶層４４７の高さ方向（膜厚方向
）に画素電極４３５の一部及び共通電極４３６の一部が存在しているので、横方向電界が
高さ方向（膜厚方向）にも広く形成され、画素電極及び共通電極間の広い領域に渡って均
一な横方向電界を形成することが可能となる。
【０１５４】
さらに凸状構造体４６７及び凸状構造体４６８は、それぞれ容量配線層４０９及びゲート
配線層４０１と重畳する領域に設けられている。容量配線層４０９及びゲート配線層４０
１は光を遮蔽するので、凸状構造体４６７及び凸状構造体４６８およびその周辺部は光を
透過しない。これにより、光学的な偏光作用が生じず、液晶表示装置のコントラスト比は
低下しない。
【０１５５】
また実施の形態２と同様に、凸状構造体４６７を覆う画素電極４３５の一部は、第１の基
板４４１上に設けられた画素電極４２５の一部に接している。これにより、画素電極４２
５と画素電極４３５を電気的に接続することができる。画素電極４２５と画素電極４３５
を電気的に接続することができるので、画素電極４２５と画素電極４３５を別々に駆動す
ることなく、トランジスタ４２０のみで画素電極４２５と画素電極４３５を駆動すること
ができる。トランジスタ４２０のみで画素電極４２５と画素電極４３５を駆動することが
できるので、液晶表示装置の消費電力を低減できる。また液晶表示装置の作製工程を低減
させ、作製コストを削減することができる。
【０１５６】
同様に、凸状構造体４６８を覆う共通電極４３６の一部は、第１の基板４４１上に設けら
れた共通電極４２６の一部に接している。これにより、共通電極４２６と共通電極４３６
を電気的に接続することができる。共通電極４２６と共通電極４３６を電気的に接続する
ことができるので、共通電極４２６の抵抗と共通電極４３６の抵抗を低減することができ
る。これにより、共通電極４２６と共通電極４３６の駆動電圧を下げることができ、液晶
表示装置の消費電力を低減できる。また液晶表示装置の作製工程を低減させ、作製コスト
を削減することができる。
【０１５７】
また本実施の形態では、画素電極及び共通電極それぞれの配線領域と櫛歯状領域を同じ導
電膜で形成したが、実施の形態１の図３８（Ａ）及び図３８（Ｂ）と同様に、画素電極及
び共通電極それぞれの配線領域と櫛歯状領域を異なる導電膜で形成してもよい。
【０１５８】
以上本実施の形態により、ブルー相を示す液晶材料を用いた液晶表示装置において、駆動
電圧を低減させ、かつコントラスト比の低下を抑制することができる。
【０１５９】
［実施の形態４］
本実施の形態では、実施の形態１乃至実施の形態３とは異なる構成を有する液晶表示装置
について、図１３（Ａ）～図１３（Ｂ）、図１４（Ａ）～図１４（Ｂ）、図１５（Ａ）～
図１５（Ｂ）、図１６（Ａ）～図１６（Ｂ）を用いて説明する。なお本実施の形態におい
て、実施の形態１乃至実施の形態３と同じものは同じ符号で示している。
【０１６０】
図１３（Ａ）は、本実施の形態の液晶表示装置の第１の基板側の上面図、図１３（Ｂ）は
、本実施の形態の液晶表示装置の第２の基板側の上面図であり、それぞれ１画素分の画素
を示している。
【０１６１】
なお本実施の形態では、上述の実施の形態と同様に、基板上に電極や配線が設けられてい
るが、電極や配線が重畳している様を明確にするために、図１３（Ａ）では、電極や配線
側から基板を見たときの上面図、図１３（Ｂ）では、基板側から電極や配線を見たときの
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上面図とする。
【０１６２】
図１３（Ａ）に示す液晶表示装置は、第１の基板４４１上に凸状構造体４７７及び凸状構
造体４７８が設けられている。
【０１６３】
凸状構造体４７７及び凸状構造体４７８は、それぞれ画素電極４７５の櫛歯状領域、共通
電極４７６の櫛歯状領域、画素電極４８５の櫛歯状領域、共通電極４８６の櫛歯状領域を
挟んで互いに離間するように配置される。すなわち、横方向電界を発生させる画素電極及
び共通電極、並びに、凸状構造体４７７及び凸状構造体４７８は重畳しないように配置す
る。これにより、凸状構造体４７７及び凸状構造体４７８は、液晶分子が横方向電界に配
向するのを妨げず、かつ横方向電界の強度の向上させる。
【０１６４】
また凸状構造体４７７及び凸状構造体４７８は、それぞれ容量配線層４０９及びゲート配
線層４０１と重畳する領域に設けられている。容量配線層４０９及びゲート配線層４０１
は光を遮蔽するので、凸状構造体４７７及び凸状構造体４７８およびその周辺部は光を透
過しない。これにより、光学的な偏光作用が生じず、液晶表示装置のコントラスト比は低
下しない。
【０１６５】
また凸状構造体４７７を覆う画素電極４７５の一部は、第２の基板４４２上に設けられた
画素電極４８５の一部に接している。これにより、画素電極４７５と画素電極４８５を電
気的に接続することができる。画素電極４７５と画素電極４８５を電気的に接続すること
ができるので、画素電極４７５と画素電極４８５を別々に駆動することなく、トランジス
タ４２０のみで画素電極４７５と画素電極４８５を駆動することができる。トランジスタ
４２０のみで画素電極４７５と画素電極４８５を駆動することができるので、液晶表示装
置の消費電力を低減できる。また液晶表示装置の作製工程を低減させ、作製コストを削減
することができる。
【０１６６】
同様に、凸状構造体４７８を覆う共通電極４７６の一部は、第２の基板４４２上に設けら
れた共通電極４８６の一部に接している。これにより、共通電極４７６と共通電極４８６
を電気的に接続することができる。共通電極４７６と共通電極４８６を電気的に接続する
ことができるので、共通電極４７６の抵抗と共通電極４８６の抵抗を低減することができ
る。これにより、共通電極４７６と共通電極４８６の駆動電圧を下げることができ、液晶
表示装置の消費電力を低減できる。
【０１６７】
さらに本実施の形態の凸状構造体４７８は、画素電極４７５の櫛歯状の領域及び共通電極
４７６の櫛歯状の領域が延伸する方向に延伸している。よって、凸状構造体４７８を覆っ
て形成される共通電極４７６の一部も、共通電極４７６の櫛歯状の領域が延伸する方向に
延伸する。
【０１６８】
凸状構造体４７８を上述のように配置すると、凸状構造体４７８を覆う共通電極４７６の
一部によって、横方向電界の強度を強めることができる。つまり液晶層４４７の高さ方向
（膜厚方向）に共通電極４７６の一部が存在しているので、横方向電界が高さ方向（膜厚
方向）にも広く形成され、画素電極及び共通電極間の広い領域に渡って均一な横方向電界
を形成することが可能となる。
【０１６９】
図１４（Ａ）は、本実施の形態の別の液晶表示装置の第１の基板側の上面図、図１４（Ｂ
）は、図１４（Ａ）に示す液晶表示装置の第２の基板側の上面図であり、それぞれ１画素
分の画素を示している。
【０１７０】
なお本実施の形態では、上述の実施の形態と同様に、基板上に電極や配線が設けられてい
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るが、電極や配線が重畳している様を明確にするために、図１４（Ａ）では、電極や配線
側から基板を見たときの上面図、図１４（Ｂ）では、基板側から電極や配線を見たときの
上面図とする。
【０１７１】
図１４（Ｂ）に示す液晶表示装置は、第２の基板４４２上に凸状構造体４８７及び凸状構
造体４８８が設けられている。
【０１７２】
凸状構造体４８７及び凸状構造体４８８は、それぞれ画素電極４７５の櫛歯状領域、共通
電極４７６の櫛歯状領域、画素電極４８５の櫛歯状領域、共通電極４８６の櫛歯状領域を
挟んで互いに離間するように配置される。すなわち、横方向電界を発生させる画素電極及
び共通電極、並びに、凸状構造体４８７及び凸状構造体４８８は重畳しないように配置す
る。これにより、凸状構造体４８７及び凸状構造体４８８は、液晶分子が横方向電界に配
向するのを妨げず、かつ横方向電界の強度を向上させる。
【０１７３】
さらに凸状構造体４８７及び凸状構造体４８８は、それぞれ容量配線層４０９及びゲート
配線層４０１と重畳する領域に設けられている。容量配線層４０９及びゲート配線層４０
１は光を遮蔽するので、凸状構造体４８７及び凸状構造体４８８およびその周辺部は光を
透過しない。これにより、光学的な偏光作用が生じず、液晶表示装置のコントラスト比は
低下しない。
【０１７４】
また凸状構造体４８７を覆う画素電極４８５の一部は、第１の基板４４１上に設けられた
画素電極４７５の一部に接している。これにより、画素電極４７５と画素電極４８５を電
気的に接続することができる。画素電極４７５と画素電極４８５を電気的に接続すること
ができるので、画素電極４７５と画素電極４８５を別々に駆動することなく、トランジス
タ４２０のみで画素電極４７５と画素電極４８５を駆動することができる。トランジスタ
４２０のみで画素電極４７５と画素電極４８５を駆動することができるので、液晶表示装
置の消費電力を低減できる。また液晶表示装置の作製工程を低減させ、作製コストを削減
することができる。
【０１７５】
同様に、凸状構造体４８８を覆う共通電極４８６の一部は、第１の基板４４１上に設けら
れた共通電極４７６の一部に接している。これにより、共通電極４７６と共通電極４８６
を電気的に接続することができる。共通電極４７６と共通電極４８６を電気的に接続する
ことができるので、共通電極４７６の抵抗と共通電極４８６の抵抗を低減することができ
る。これにより、共通電極４７６と共通電極４８６の駆動電圧を下げることができ、液晶
表示装置の消費電力を低減できる。また液晶表示装置の作製工程を低減させ、作製コスト
を削減することができる。
【０１７６】
さらに本実施の形態の凸状構造体４８８は、画素電極４８５の櫛歯状の領域及び共通電極
４８６の櫛歯状の領域が延伸する方向に延伸している。よって、凸状構造体４８８を覆っ
て形成される共通電極４８６の一部も、共通電極４８６の櫛歯状の領域が延伸する方向に
延伸する。
【０１７７】
凸状構造体４８８を上述のように配置すると、凸状構造体４８８を覆う共通電極４８６の
一部によって、横方向電界の強度を強めることができる。つまり液晶層４４７の高さ方向
（膜厚方向）に共通電極４８６の一部が存在しているので、横方向電界が高さ方向（膜厚
方向）にも広く形成され、画素電極及び共通電極間の広い領域に渡って均一な横方向電界
を形成することが可能となる。
【０１７８】
図１５（Ａ）は、本実施の形態の別の液晶表示装置の第１の基板側の上面図、図１５（Ｂ
）は、図１５（Ａ）に示す液晶表示装置の第２の基板側の上面図であり、それぞれ１画素



(25) JP 2012-133335 A 2012.7.12

10

20

30

40

50

分の画素を示している。
【０１７９】
なお本実施の形態では、上述の実施の形態と同様に、基板上に電極や配線が設けられてい
るが、電極や配線が重畳している様を明確にするために、図１５（Ａ）では、電極や配線
側から基板を見たときの上面図、図１５（Ｂ）では、基板側から電極や配線を見たときの
上面図とする。
【０１８０】
図１５（Ａ）に示す液晶表示装置は、第１の基板４４１上に凸状構造体４９７及び凸状構
造体４９８が設けられている。
【０１８１】
さらに凸状構造体４９７及び凸状構造体４９８は、それぞれ容量配線層４０９及びゲート
配線層４０１と重畳する領域に設けられている。容量配線層４０９及びゲート配線層４０
１は光を遮蔽するので、凸状構造体４９７及び凸状構造体４９８およびその周辺部は光を
透過しない。これにより、光学的な偏光作用が生じず、液晶表示装置のコントラスト比は
低下しない。
【０１８２】
また凸状構造体４９７を覆う画素電極４９５の一部は、第２の基板４４２上に設けられた
画素電極５０５の一部に接している。これにより、画素電極４９５と画素電極５０５を電
気的に接続することができる。画素電極４９５と画素電極５０５を電気的に接続すること
ができるので、画素電極４９５と画素電極５０５を別々に駆動することなく、トランジス
タ４２０のみで画素電極４９５と画素電極５０５を駆動することができる。トランジスタ
４２０のみで画素電極４９５と画素電極５０５を駆動することができるので、液晶表示装
置の消費電力を低減できる。また液晶表示装置の作製工程を低減させ、作製コストを削減
することができる。
【０１８３】
同様に、凸状構造体４９８を覆う共通電極４９６の一部は、第２の基板４４２上に設けら
れた共通電極５０６の一部に接している。これにより、共通電極４９６と共通電極５０６
を電気的に接続することができる。共通電極４９６と共通電極５０６を電気的に接続する
ことができるので、共通電極４９６の抵抗と共通電極５０６の抵抗を低減することができ
る。これにより、共通電極４９６と共通電極５０６の駆動電圧を下げることができ、液晶
表示装置の消費電力を低減できる。
【０１８４】
さらに本実施の形態の凸状構造体４９７は、画素電極４９５の櫛歯状の領域及び共通電極
４９６の櫛歯状の領域が延伸する方向に延伸している。よって、凸状構造体４９７を覆っ
て形成される画素電極４９５の一部も、画素電極４９５の櫛歯状の領域が延伸する方向に
延伸する。
【０１８５】
凸状構造体４９７を上述のように配置すると、凸状構造体４９７を覆う画素電極４９５の
一部によって、横方向電界の強度を強めることができる。つまり液晶層４４７の高さ方向
（膜厚方向）に画素電極４９５の一部が存在しているので、横方向電界が高さ方向（膜厚
方向）にも広く形成され、画素電極及び共通電極間の広い領域に渡って均一な横方向電界
を形成することが可能となる。
【０１８６】
図１６（Ａ）は、本実施の形態の別の液晶表示装置の第１の基板側の上面図、図１６（Ｂ
）は、図１６（Ａ）に示す液晶表示装置の第２の基板側の上面図であり、それぞれ１画素
分の画素を示している。
【０１８７】
なお本実施の形態では、上述の実施の形態と同様に、基板上に電極や配線が設けられてい
るが、電極や配線が重畳している様を明確にするために、図１６（Ａ）では、電極や配線
側から基板を見たときの上面図、図１６（Ｂ）では、基板側から電極や配線を見たときの
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上面図とする。
【０１８８】
図１６（Ｂ）に示す液晶表示装置は、第２の基板４４２上に凸状構造体５０７及び凸状構
造体５０８が設けられている。
【０１８９】
凸状構造体５０７及び凸状構造体５０８は、それぞれ容量配線層４０９及びゲート配線層
４０１と重畳する領域に設けられている。容量配線層４０９及びゲート配線層４０１は光
を遮蔽するので、凸状構造体５０７及び凸状構造体５０８およびその周辺部は光を透過し
ない。これにより、光学的な偏光作用が生じず、液晶表示装置のコントラスト比は低下し
ない。
【０１９０】
また凸状構造体５０７を覆う画素電極５０５の一部は、第１の基板４４１上に設けられた
画素電極４９５の一部に接している。これにより、画素電極４９５と画素電極５０５を電
気的に接続することができる。画素電極４９５と画素電極５０５を電気的に接続すること
ができるので、画素電極４９５と画素電極５０５を別々に駆動することなく、トランジス
タ４２０のみで画素電極４９５と画素電極５０５を駆動することができる。トランジスタ
４２０のみで画素電極４９５と画素電極５０５を駆動することができるので、液晶表示装
置の消費電力を低減できる。また液晶表示装置の作製工程を低減させ、作製コストを削減
することができる。
【０１９１】
同様に、凸状構造体５０８を覆う共通電極５０６の一部は、第１の基板４４１上に設けら
れた共通電極４９６の一部に接している。これにより、共通電極４９６と共通電極５０６
を電気的に接続することができる。共通電極４９６と共通電極５０６を電気的に接続する
ことができるので、共通電極４９６の抵抗と共通電極５０６の抵抗を低減することができ
る。これにより、共通電極４９６と共通電極５０６の駆動電圧を下げることができ、液晶
表示装置の消費電力を低減できる。
【０１９２】
さらに本実施の形態の凸状構造体５０７は、画素電極５０５の櫛歯状の領域及び共通電極
５０６の櫛歯状の領域が延伸する方向に延伸している。よって、凸状構造体５０７を覆っ
て形成される画素電極５０５の一部も、画素電極５０５の櫛歯状の領域が延伸する方向に
延伸する。
【０１９３】
凸状構造体５０７を上述のように配置すると、凸状構造体５０７を覆う画素電極５０５の
一部によって、横方向電界の強度を強めることができる。つまり液晶層４４７の高さ方向
（膜厚方向）に画素電極５０５の一部が存在しているので、横方向電界が高さ方向（膜厚
方向）にも広く形成され、基板間に設けられた画素電極及び共通電極間の広い領域に渡っ
て均一な横方向電界を形成することが可能となる。
【０１９４】
また本実施の形態では、画素電極及び共通電極それぞれの配線領域と櫛歯状領域を同じ導
電膜で形成したが、実施の形態１の図３８（Ａ）及び図３８（Ｂ）と同様に、画素電極及
び共通電極それぞれの配線領域と櫛歯状領域を異なる導電膜で形成してもよい。
【０１９５】
以上本実施の形態により、ブルー相を示す液晶材料を用いた液晶表示装置において、駆動
電圧を低減させ、かつコントラスト比の低下を抑制することができる。
【０１９６】
［実施の形態５］
本実施の形態では、素子基板である第１の基板４４１及び対向基板である第２の基板４４
２の両方に凸状構造体を設けた液晶表示装置について説明する。なお本実施の形態におい
て、実施の形態１乃至実施の形態４と同じものは同じ符号で示している。
【０１９７】
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図１７（Ａ）は本実施の形態の液晶表示装置の第１の基板側の上面図、図１７（Ｂ）は、
本実施の形態の液晶表示装置の第２の基板側の上面図であり、それぞれ１画素分の画素を
示している。また図１８は、図１７（Ａ）のＬ－Ｍの断面図である。
【０１９８】
なお本実施の形態では、上述の実施の形態と同様に、基板上に電極や配線が設けられてい
るが、電極や配線が重畳している様を明確にするために、図１７（Ａ）では、電極や配線
側から基板を見たときの上面図、図１７（Ｂ）では、基板側から電極や配線を見たときの
上面図とする。
【０１９９】
図１７（Ａ）～図１７（Ｂ）及び図１８に示す液晶表示装置は、図１（Ａ）～図１（Ｂ）
及び図２に示す液晶表示装置の凸状構造体４０７を第２の基板４４２上に設けた液晶表示
装置である。図１７（Ａ）～図１７（Ｂ）及び図１８に示す液晶表示装置において、第２
の基板４４２上には凸状構造体５１７が形成され、凸状構造体５１７は、画素電極５２５
に覆われている。
【０２００】
凸状構造体５１７及び凸状構造体４０８は、それぞれ容量配線層４０９及びゲート配線層
４０１と重畳する領域に設けられている。容量配線層４０９及びゲート配線層４０１は光
を遮蔽するので、凸状構造体５１７及び凸状構造体４０８およびその周辺部は光を透過し
ない。これにより、光学的な偏光作用が生じず、液晶表示装置のコントラスト比は低下し
ない。
【０２０１】
凸状構造体５１７を覆う画素電極５２５は、第１の基板４４１上に形成された画素電極５
１５と接している。
【０２０２】
図１９（Ａ）は本実施の形態の別の液晶表示装置の第１の基板側の上面図、図１９（Ｂ）
は、図１９（Ａ）に示す液晶表示装置の第２の基板側の上面図であり、それぞれ１画素分
の画素を示している。また図２０は、図１９（Ａ）のＮ－Ｏの断面図である。
【０２０３】
なお本実施の形態では、上述の実施の形態と同様に、基板上に電極や配線が設けられてい
るが、電極や配線が重畳している様を明確にするために、図１９（Ａ）では、電極や配線
側から基板を見たときの上面図、図１９（Ｂ）では、基板側から電極や配線を見たときの
上面図とする。
【０２０４】
図１９（Ａ）～図１９（Ｂ）及び図２０に示す液晶表示装置は、図１（Ａ）～図１（Ｂ）
及び図２に示す液晶表示装置の凸状構造体４０８を第２の基板４４２上に設けた液晶表示
装置である。図１９（Ａ）～図１９（Ｂ）及び図２０に示す液晶表示装置において、第２
の基板４４２上には凸状構造体５２８が形成され、凸状構造体５２８は、共通電極５２６
に覆われている。
【０２０５】
凸状構造体４０７及び凸状構造体５２８は、それぞれ容量配線層４０９及びゲート配線層
４０１と重畳する領域に設けられている。容量配線層４０９及びゲート配線層４０１は光
を遮蔽するので、凸状構造体４０７及び凸状構造体５２８およびその周辺部は光を透過し
ない。これにより、光学的な偏光作用が生じず、液晶表示装置のコントラスト比は低下し
ない。
【０２０６】
凸状構造体５２８を覆う共通電極５２６は、第１の基板４４１上に形成された共通電極５
１６と接している。
【０２０７】
図２１（Ａ）は本実施の形態の別の液晶表示装置の第１の基板側の上面図、図２１（Ｂ）
は、図２１（Ａ）に示す液晶表示装置の第２の基板側の上面図であり、それぞれ１画素分
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の画素を示している。
【０２０８】
なお本実施の形態では、上述の実施の形態と同様に、基板上に電極や配線が設けられてい
るが、電極や配線が重畳している様を明確にするために、図２１（Ａ）では、電極や配線
側から基板を見たときの上面図、図２１（Ｂ）では、基板側から電極や配線を見たときの
上面図とする。
【０２０９】
図２１（Ａ）～図２１（Ｂ）に示す液晶表示装置は、図７（Ａ）～図７（Ｂ）及び図８に
示す液晶表示装置の凸状構造体４２７を第２の基板４４２上に設けた液晶表示装置である
。図２１（Ａ）～図２１（Ｂ）に示す液晶表示装置において、第２の基板４４２上には凸
状構造体５２７が形成され、凸状構造体５２７は、画素電極５３５に覆われている。
【０２１０】
凸状構造体５２７及び凸状構造体４２８は、それぞれ容量配線層４０９及びゲート配線層
４０１と重畳する領域に設けられている。容量配線層４０９及びゲート配線層４０１は光
を遮蔽するので、凸状構造体５２７及び凸状構造体４２８およびその周辺部は光を透過し
ない。これにより、光学的な偏光作用が生じず、液晶表示装置のコントラスト比は低下し
ない。
【０２１１】
凸状構造体５２７を覆う画素電極５３５は、第１の基板４４１上に形成された画素電極４
２５と接している。
【０２１２】
図２２（Ａ）は本実施の形態の別の液晶表示装置の第１の基板側の上面図、図２２（Ｂ）
は、図２２（Ａ）に示す液晶表示装置の第２の基板側の上面図であり、それぞれ１画素分
の画素を示している。
【０２１３】
なお本実施の形態では、上述の実施の形態と同様に、基板上に電極や配線が設けられてい
るが、電極や配線が重畳している様を明確にするために、図２２（Ａ）では、電極や配線
側から基板を見たときの上面図、図２２（Ｂ）では、基板側から電極や配線を見たときの
上面図とする。
【０２１４】
図２２（Ａ）～図２２（Ｂ）に示す液晶表示装置は、図７（Ａ）～図７（Ｂ）及び図８に
示す液晶表示装置の凸状構造体４２８を第２の基板４４２上に設けた液晶表示装置である
。図２２（Ａ）～図２２（Ｂ）に示す液晶表示装置において、第２の基板４４２上には凸
状構造体５２８が形成され、凸状構造体５２８は、共通電極５３６に覆われている。
【０２１５】
凸状構造体４２７及び凸状構造体５２８は、それぞれ容量配線層４０９及びゲート配線層
４０１と重畳する領域に設けられている。容量配線層４０９及びゲート配線層４０１は光
を遮蔽するので、凸状構造体４２７及び凸状構造体５２８およびその周辺部は光を透過し
ない。これにより、光学的な偏光作用が生じず、液晶表示装置のコントラスト比は低下し
ない。
【０２１６】
凸状構造体５２８を覆う共通電極５３６は、第１の基板４４１上に形成された共通電極４
２６と接している。
【０２１７】
図２３（Ａ）は本実施の形態の別の液晶表示装置の第１の基板側の上面図、図２３（Ｂ）
は、図２３（Ａ）に示す液晶表示装置の第２の基板側の上面図であり、それぞれ１画素分
の画素を示している。
【０２１８】
なお本実施の形態では、上述の実施の形態と同様に、基板上に電極や配線が設けられてい
るが、電極や配線が重畳している様を明確にするために、図２３（Ａ）では、電極や配線
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側から基板を見たときの上面図、図２３（Ｂ）では、基板側から電極や配線を見たときの
上面図とする。
【０２１９】
図２３（Ａ）～図２３（Ｂ）に示す液晶表示装置は、図１３（Ａ）～図１３（Ｂ）に示す
液晶表示装置の凸状構造体４７７を第２の基板４４２上に設けた液晶表示装置である。図
２３（Ａ）～図２３（Ｂ）に示す液晶表示装置において、第２の基板４４２上には凸状構
造体５４７が形成され、凸状構造体５４７は、画素電極５５５に覆われている。
【０２２０】
凸状構造体５４７及び凸状構造体４７８は、それぞれ容量配線層４０９及びゲート配線層
４０１と重畳する領域に設けられている。容量配線層４０９及びゲート配線層４０１は光
を遮蔽するので、凸状構造体５４７及び凸状構造体４７８およびその周辺部は光を透過し
ない。これにより、光学的な偏光作用が生じず、液晶表示装置のコントラスト比は低下し
ない。
【０２２１】
凸状構造体５４７を覆う画素電極５５５は、第１の基板４４１上に形成された画素電極５
４５と接している。
【０２２２】
図２４（Ａ）は本実施の形態の別の液晶表示装置の第１の基板側の上面図、図２４（Ｂ）
は、図２４（Ａ）に示す液晶表示装置の第２の基板側の上面図であり、それぞれ１画素分
の画素を示している。
【０２２３】
なお本実施の形態では、上述の実施の形態と同様に、基板上に電極や配線が設けられてい
るが、電極や配線が重畳している様を明確にするために、図２４（Ａ）では、電極や配線
側から基板を見たときの上面図、図２４（Ｂ）では、基板側から電極や配線を見たときの
上面図とする。
【０２２４】
図２４（Ａ）～図２４（Ｂ）に示す液晶表示装置は、図１３（Ａ）～図１３（Ｂ）に示す
液晶表示装置の凸状構造体４７８を第２の基板４４２上に設けた液晶表示装置である。図
２４（Ａ）～図２４（Ｂ）に示す液晶表示装置において、第２の基板４４２上には凸状構
造体５４８が形成され、凸状構造体５４８は、共通電極５５６に覆われている。
【０２２５】
凸状構造体４７７及び凸状構造体５４８は、それぞれ容量配線層４０９及びゲート配線層
４０１と重畳する領域に設けられている。容量配線層４０９及びゲート配線層４０１は光
を遮蔽するので、凸状構造体４７７及び凸状構造体５４８およびその周辺部は光を透過し
ない。これにより、光学的な偏光作用が生じず、液晶表示装置のコントラスト比は低下し
ない。
【０２２６】
凸状構造体５４８を覆う共通電極５５６は、第１の基板４４１上に形成された共通電極５
４６と接している。
【０２２７】
図２５（Ａ）は本実施の形態の別の液晶表示装置の第１の基板側の上面図、図２５（Ｂ）
は、図２５（Ａ）に示す液晶表示装置の第２の基板側の上面図であり、それぞれ１画素分
の画素を示している。
【０２２８】
なお本実施の形態では、上述の実施の形態と同様に、基板上に電極や配線が設けられてい
るが、電極や配線が重畳している様を明確にするために、図２５（Ａ）では、電極や配線
側から基板を見たときの上面図、図２５（Ｂ）では、基板側から電極や配線を見たときの
上面図とする。
【０２２９】
図２５（Ａ）～図２５（Ｂ）に示す液晶表示装置は、図１５（Ａ）～図１５（Ｂ）に示す
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液晶表示装置の凸状構造体４９７を第２の基板４４２上に設けた液晶表示装置である。図
２５（Ａ）～図２５（Ｂ）に示す液晶表示装置において、第２の基板４４２上には凸状構
造体５５７が形成され、凸状構造体５５７は、画素電極５７５に覆われている。
【０２３０】
凸状構造体５５７及び凸状構造体４９８は、それぞれ容量配線層４０９及びゲート配線層
４０１と重畳する領域に設けられている。容量配線層４０９及びゲート配線層４０１は光
を遮蔽するので、凸状構造体５５７及び凸状構造体４９８およびその周辺部は光を透過し
ない。これにより、光学的な偏光作用が生じず、液晶表示装置のコントラスト比は低下し
ない。
【０２３１】
凸状構造体５５７を覆う画素電極５７５は、第１の基板４４１上に形成された画素電極５
６５と接している。
【０２３２】
図３６（Ａ）は本実施の形態の別の液晶表示装置の第１の基板側の上面図、図３６（Ｂ）
は、図３６（Ａ）に示す液晶表示装置の第２の基板側の上面図であり、それぞれ１画素分
の画素を示している。
【０２３３】
なお本実施の形態では、上述の実施の形態と同様に、基板上に電極や配線が設けられてい
るが、電極や配線が重畳している様を明確にするために、図３６（Ａ）では、電極や配線
側から基板を見たときの上面図、図３６（Ｂ）では、基板側から電極や配線を見たときの
上面図とする。
【０２３４】
図３６（Ａ）～図３６（Ｂ）に示す液晶表示装置は、図１５（Ａ）～図１５（Ｂ）に示す
液晶表示装置の凸状構造体４９８を第２の基板４４２上に設けた液晶表示装置である。図
３６（Ａ）～図３６（Ｂ）に示す液晶表示装置において、第２の基板４４２上には凸状構
造体５６８が形成され、凸状構造体５６８は、共通電極５７６に覆われている。
【０２３５】
凸状構造体４９７及び凸状構造体５６８は、それぞれ容量配線層４０９及びゲート配線層
４０１と重畳する領域に設けられている。容量配線層４０９及びゲート配線層４０１は光
を遮蔽するので、凸状構造体４９７及び凸状構造体５６８およびその周辺部は光を透過し
ない。これにより、光学的な偏光作用が生じず、液晶表示装置のコントラスト比は低下し
ない。
【０２３６】
凸状構造体５６８を覆う共通電極５７６は、第１の基板４４１上に形成された共通電極５
６６と接している。
【０２３７】
また本実施の形態では、画素電極及び共通電極それぞれの配線領域と櫛歯状領域を同じ導
電膜で形成したが、実施の形態１の図３８（Ａ）及び図３８（Ｂ）と同様に、画素電極及
び共通電極それぞれの配線領域と櫛歯状領域を異なる導電膜で形成してもよい。
【０２３８】
以上本実施の形態により、ブルー相を示す液晶材料を用いた液晶表示装置において、駆動
電圧を低減させ、かつコントラスト比の低下を抑制することができる。
【０２３９】
［実施の形態６］
本実施の形態では、第１の基板４４１に設けられた凸状構造体と、第２の基板４４２に設
けられた凸状構造体が、互いに重畳するように配置された液晶表示装置について説明する
。なお本実施の形態において、実施の形態１乃至実施の形態５と同じものは同じ符号で示
している。
【０２４０】
図２６（Ａ）は本実施の形態の液晶表示装置の第１の基板側の上面図、図２６（Ｂ）は、
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本実施の形態の液晶表示装置の第２の基板側の上面図であり、それぞれ１画素分の画素を
示している。また図２７は、図２６（Ａ）のＰ－Ｑの断面図である。
【０２４１】
なお本実施の形態では、上述の実施の形態と同様に、基板上に電極や配線が設けられてい
るが、電極や配線が重畳している様を明確にするために、図２６（Ａ）では、電極や配線
側から基板を見たときの上面図、図２６（Ｂ）では、基板側から電極や配線を見たときの
上面図とする。
【０２４２】
図２６（Ａ）～図２６（Ｂ）及び図２７に示す液晶表示装置は、図１（Ａ）～図１（Ｂ）
及び図２に示す液晶表示装置において、第１の基板４４１及び第２の基板４４２の両方に
凸状構造体を設け、かつ当該凸状構造体が重畳するように配置された液晶表示装置である
。
【０２４３】
図２６（Ａ）～図２６（Ｂ）及び図２７に示す液晶表示装置において、第１の基板４４１
上には、凸状構造体６０７及び凸状構造体６０８が形成され、第２の基板４４２上には、
凸状構造体６１７及び凸状構造体６１８が形成される。
【０２４４】
画素電極６０５に覆われた凸状構造体６０７及び画素電極６１５に覆われた凸状構造体６
１７は、互いに重畳するように配置される。これにより画素電極６０５及び画素電極６１
５が接する。
【０２４５】
同様に、共通電極６０６に覆われた凸状構造体６０８及び共通電極６１６に覆われた凸状
構造体６１８は、互いに重畳するに配置される。これにより共通電極６０６及び共通電極
６１６が接する。
【０２４６】
また、例えば、凸状構造体６０７及び凸状構造体６１７は、図２８（Ａ）に示すように、
その断面を楕円状となるように形成し、このような凸状構造体を互いの長軸が直角になる
ように配置してもよい。これにより凸状構造体６０７及び凸状構造体６１７の位置が多少
ずれたとしても、凸状構造体を覆って形成される画素電極又は共通電極の接触不良を防ぐ
事ができる。
【０２４７】
また画素電極及び共通電極の接触不良を防ぐために、互いに重畳する凸状構造体の断面形
状の面積を異ならせてもよい。例えば図２８（Ｂ）に示す凸状構造体６０７の断面形状は
、凸状構造体６１７の断面形状よりも大きい。これにより、これにより凸状構造体６０７
の及び凸状構造体６１７の位置が多少ずれたとしても、凸状構造体を覆って形成される画
素電極及び共通電極の接触不良を防ぐ事ができる。
【０２４８】
なお図２８（Ａ）及び図２８（Ｂ）では、凸状構造体６０７及び凸状構造体６１７の断面
を楕円状の形状としたが、本実施の形態はこれに限定されない。楕円状の他にも、矩形状
等の凸状構造体を形成してもよい。また凸状構造体６０７及び凸状構造体６１７だけでな
く、他の凸状構造体についても同様の形状及び同様の配置にすることができる。これによ
り画素電極及び共通電極の接触不良を防ぐ事ができる。
【０２４９】
凸状構造体６０７及び凸状構造体６１７、並びに凸状構造体６０８及び凸状構造体６１８
は、それぞれ容量配線層４０９及びゲート配線層４０１と重畳する領域に設けられている
。容量配線層４０９及びゲート配線層４０１は光を遮蔽するので、凸状構造体６０７及び
凸状構造体６１７およびその周辺部、並びに凸状構造体６０８及び凸状構造体６１８およ
びその周辺部は光を透過しない。これにより、光学的な偏光作用が生じず、液晶表示装置
のコントラスト比は低下しない。
【０２５０】
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図２９（Ａ）～図２９（Ｂ）に示す液晶表示装置は、図７（Ａ）～図７（Ｂ）に示す液晶
表示装置において、第１の基板４４１及び第２の基板４４２の両方に凸状構造体を設け、
かつ当該凸状構造体が重畳するように配置された液晶表示装置である。
【０２５１】
なお本実施の形態では、上述の実施の形態と同様に、基板上に電極や配線が設けられてい
るが、電極や配線が重畳している様を明確にするために、図２９（Ａ）では、電極や配線
側から基板を見たときの上面図、図２９（Ｂ）では、基板側から電極や配線を見たときの
上面図とする。
【０２５２】
図２９（Ａ）～図２９（Ｂ）に示す液晶表示装置において、第１の基板４４１上には、凸
状構造体６２７及び凸状構造体６２８が形成され、第２の基板４４２上には、凸状構造体
６３７及び凸状構造体６３８が形成される。
【０２５３】
画素電極６２５に覆われた凸状構造体６２７及び画素電極６３５に覆われた凸状構造体６
３７は、互いに重畳するように配置される。これにより画素電極６２５及び画素電極６３
５が接する。
【０２５４】
同様に、共通電極６２６に覆われた凸状構造体６２８及び共通電極６３６に覆われた凸状
構造体６３８は、互いに重畳するに配置される。これにより共通電極６２６及び共通電極
６３６が接する。
【０２５５】
さらに図２９（Ａ）～図２９（Ｂ）に示す凸状構造体６２７、凸状構造体６２８、凸状構
造体６３７、及び凸状構造体６３８は、画素電極６２５の櫛歯状の領域、共通電極６２６
の櫛歯状の領域、画素電極６３５の櫛歯状の領域、及び共通電極６３６の櫛歯状の領域が
延伸する方向に延伸している。
【０２５６】
よって、凸状構造体６２７を覆って形成される画素電極６２５の一部、凸状構造体６２８
を覆って形成される共通電極６２６の一部、凸状構造体６３７を覆って形成される画素電
極６３５の一部、及び、凸状構造体６３８を覆って形成される共通電極６３６の一部も、
当該画素電極及び共通電極の櫛歯状の領域が延伸する方向に延伸する。
【０２５７】
凸状構造体６２７を覆って形成される画素電極６２５の一部、凸状構造体６２８を覆って
形成される共通電極６２６の一部、凸状構造体６３７を覆って形成される画素電極６３５
の一部、及び、凸状構造体６３８を覆って形成される共通電極６３６の一部によって、横
方向電界の強度を強めることができる。
【０２５８】
凸状構造体６２７及び凸状構造体６３７、並びに凸状構造体６２８及び凸状構造体６３８
は、それぞれ容量配線層４０９及びゲート配線層４０１と重畳する領域に設けられている
。容量配線層４０９及びゲート配線層４０１は光を遮蔽するので、凸状構造体６２７及び
凸状構造体６３７およびその周辺部、並びに凸状構造体６２８及び凸状構造体６３８およ
びその周辺部は光を透過しない。これにより、光学的な偏光作用が生じず、液晶表示装置
のコントラスト比は低下しない。
【０２５９】
図３０（Ａ）～図３０（Ｂ）に示す液晶表示装置は、図１３（Ａ）～図１３（Ｂ）に示す
液晶表示装置において、第１の基板４４１及び第２の基板４４２の両方に凸状構造体を設
け、かつ当該凸状構造体が重畳するように配置された液晶表示装置である。
【０２６０】
なお本実施の形態では、上述の実施の形態と同様に、基板上に電極や配線が設けられてい
るが、電極や配線が重畳している様を明確にするために、図３０（Ａ）では、電極や配線
側から基板を見たときの上面図、図３０（Ｂ）では、基板側から電極や配線を見たときの
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上面図とする。
【０２６１】
図３０（Ａ）～図３０（Ｂ）に示す液晶表示装置において、第１の基板４４１上には、凸
状構造体６４７及び凸状構造体６４８が形成され、第２の基板４４２上には、凸状構造体
６５７及び凸状構造体６５８が形成される。
【０２６２】
画素電極６４５に覆われた凸状構造体６４７及び画素電極６５５に覆われた凸状構造体６
５７は、互いに重畳するように配置される。これにより画素電極６４５及び画素電極６５
５が接する。
【０２６３】
同様に、共通電極６４６に覆われた凸状構造体６４８及び共通電極６５６に覆われた凸状
構造体６５８は、互いに重畳するに配置される。これにより共通電極６４６及び共通電極
６５６が接する。
【０２６４】
さらに図３０（Ａ）～図３０（Ｂ）に示す凸状構造体６４８及び凸状構造体６５８は、画
素電極６４５の櫛歯状の領域、共通電極６４６の櫛歯状の領域、画素電極６５５の櫛歯状
の領域、及び共通電極６５６の櫛歯状の領域が延伸する方向に延伸している。
【０２６５】
よって、凸状構造体６４８を覆って形成される共通電極６４６の一部、及び、凸状構造体
６５８を覆って形成される共通電極６５６の一部も、当該画素電極及び共通電極の櫛歯状
の領域が延伸する方向に延伸する。
【０２６６】
凸状構造体６４８を覆って形成される共通電極６４６の一部、及び、凸状構造体６５８を
覆って形成される共通電極６５６の一部によって、横方向電界の強度を強めることができ
る。
【０２６７】
凸状構造体６４７及び凸状構造体６５７、並びに凸状構造体６４８及び凸状構造体６５８
は、それぞれ容量配線層４０９及びゲート配線層４０１と重畳する領域に設けられている
。容量配線層４０９及びゲート配線層４０１は光を遮蔽するので、凸状構造体６４７及び
凸状構造体６５７およびその周辺部、並びに凸状構造体６４８及び凸状構造体６５８およ
びその周辺部は光を透過しない。これにより、光学的な偏光作用が生じず、液晶表示装置
のコントラスト比は低下しない。
【０２６８】
図３１（Ａ）～図３１（Ｂ）に示す液晶表示装置は、図１５（Ａ）～図１５（Ｂ）に示す
液晶表示装置において、第１の基板４４１及び第２の基板４４２の両方に凸状構造体を設
け、かつ当該凸状構造体が重畳するように配置された液晶表示装置である。
【０２６９】
なお本実施の形態では、上述の実施の形態と同様に、基板上に電極や配線が設けられてい
るが、電極や配線が重畳している様を明確にするために、図３１（Ａ）では、電極や配線
側から基板を見たときの上面図、図３１（Ｂ）では、基板側から電極や配線を見たときの
上面図とする。
【０２７０】
図３１（Ａ）～図３１（Ｂ）に示す液晶表示装置において、第１の基板４４１上には、凸
状構造体６６７及び凸状構造体６６８が形成され、第２の基板４４２上には、凸状構造体
６７７及び凸状構造体６７８が形成される。
【０２７１】
画素電極６６５に覆われた凸状構造体６６７及び画素電極６７５に覆われた凸状構造体６
７７は、互いに重畳するように配置される。これにより画素電極６６５及び画素電極６７
５が接する。
【０２７２】
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同様に、共通電極６６６に覆われた凸状構造体６６８及び共通電極６７６に覆われた凸状
構造体６７８は、互いに重畳するに配置される。これにより共通電極６６６及び共通電極
６７６が接する。
【０２７３】
さらに図３１（Ａ）～図３１（Ｂ）に示す凸状構造体６６８及び凸状構造体６７８は、画
素電極６６５の櫛歯状の領域、共通電極６６６の櫛歯状の領域、画素電極６７５の櫛歯状
の領域、及び共通電極６７６の櫛歯状の領域が延伸する方向に延伸している。
【０２７４】
よって、凸状構造体６６７を覆って形成される画素電極６６５の一部、及び、凸状構造体
６７７を覆って形成される画素電極６７５の一部も、当該画素電極及び共通電極の櫛歯状
の領域が延伸する方向に延伸する。
【０２７５】
凸状構造体６６７を覆って形成される画素電極６６５の一部、及び、凸状構造体６７７を
覆って形成される画素電極６７５の一部によって、横方向電界の強度を強めることができ
る。
【０２７６】
凸状構造体６６７及び凸状構造体６７７、並びに凸状構造体６６８及び凸状構造体６７８
は、それぞれ容量配線層４０９及びゲート配線層４０１と重畳する領域に設けられている
。容量配線層４０９及びゲート配線層４０１は光を遮蔽するので、凸状構造体６６７及び
凸状構造体６７７およびその周辺部、並びに凸状構造体６６８及び凸状構造体６７８およ
びその周辺部は光を透過しない。これにより、光学的な偏光作用が生じず、液晶表示装置
のコントラスト比は低下しない。
【０２７７】
また本実施の形態では、画素電極及び共通電極それぞれの配線領域と櫛歯状領域を同じ導
電膜で形成したが、実施の形態１の図３８（Ａ）及び図３８（Ｂ）と同様に、画素電極及
び共通電極それぞれの配線領域と櫛歯状領域を異なる導電膜で形成してもよい。
【０２７８】
以上本実施の形態により、ブルー相を示す液晶材料を用いた液晶表示装置において、駆動
電圧を低減させ、かつコントラスト比の低下を抑制することができる。
【０２７９】
［実施の形態７］
本実施の形態では、実施の形態１乃至実施の形態６に示す液晶表示装置を用いた液晶パネ
ルについて説明する。
【０２８０】
図３２（Ａ）及び図３２（Ｂ）は、本実施の形態の液晶パネルの上面図、図３２（Ｃ）は
、図３２（Ａ）及び図３２（Ｂ）のＲ－Ｓの断面図である。
【０２８１】
図３２（Ａ）及び図３２（Ｂ）に示されるように、第１の基板４４１上に設けられた画素
部７０２と、走査線駆動回路７０４とを囲むようにして、シール材７０５が設けられてい
る。また画素部７０２と、走査線駆動回路７０４の上に第２の基板４４２が設けられてい
る。よって画素部７０２と、走査線駆動回路７０４とは、第１の基板４４１とシール材７
０５と第２の基板４４２とによって、液晶層４４７と共に封止されている。
【０２８２】
また、図３２（Ａ）は第１の基板４４１上のシール材７０５によって囲まれている領域と
は異なる領域に、別途用意された基板上に単結晶半導体膜又は多結晶半導体膜で形成され
た信号線駆動回路７０３が実装されている。なお、図３２（Ｂ）は信号線駆動回路の一部
を第１の基板４４１上に設けられたトランジスタで形成する例であり、第１の基板４４１
上に信号線駆動回路７０３ｂが形成され、かつ別途用意された基板上に単結晶半導体膜又
は多結晶半導体膜で形成された信号線駆動回路７０３ａが実装されている。
【０２８３】
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なお、別途形成した駆動回路の接続方法は、特に限定されるものではなく、ＣＯＧ方法、
ワイヤボンディング方法、或いはＴＡＢ方法などを用いることができる。図３２（Ａ）は
、ＣＯＧ方法により信号線駆動回路７０３を実装する例であり、図３２（Ｂ）は、ＴＡＢ
方法により信号線駆動回路７０３ａを実装する例である。
【０２８４】
また第１の基板４４１上に設けられた画素部７０２と、走査線駆動回路７０４は、トラン
ジスタを複数有しており、図３２（Ｃ）では、画素部７０２に含まれるトランジスタ４２
０と、走査線駆動回路７０４に含まれるトランジスタ４３０とを例示している。トランジ
スタ４２０及びトランジスタ４３０上には、絶縁膜４４４、絶縁膜４４５、及び絶縁層４
４６が設けられている。
【０２８５】
トランジスタ４３０は、トランジスタ４２０と同様の構造を有するトランジスタを用いれ
ばよい。またトランジスタ４３０は、トランジスタ４２０と同工程で作製すればよい。
【０２８６】
また、絶縁膜４４５又は絶縁層４４６上において、駆動回路用のトランジスタ４３０の半
導体層のチャネル形成領域と重なる位置に導電層を設けてもよい。導電層は、電位がトラ
ンジスタ４３０のゲート電極層と同じでもよいし、異なっていても良く、第２のゲート電
極層として機能させることもできる。また、導電層の電位がＧＮＤ、０Ｖ、或いはフロー
ティング状態であってもよい。
【０２８７】
本実施の形態の液晶パネルは、画素部７０２に設けられる凸状構造体（例えば図３２（Ｃ
）においては凸状構造体４０７）が、液晶層４４７の膜厚（セルギャップ）を制御するス
ペーサとしての機能も有する。そのため凸状構造体の他に、液晶層４４７の膜厚（セルギ
ャップ）を制御するスペーサを設けずともよい。ただし必要に応じて柱状等のスペーサを
設け、液晶層４４７の膜厚の制御を助長してもよい。
【０２８８】
なお図３２（Ａ）～図３２（Ｃ）に示す液晶表示パネルは、透過型液晶表示パネルの例で
あるが、半透過型液晶表示パネルでも適用できる。
【０２８９】
また、図３２（Ａ）～図３２（Ｃ）の液晶表示パネルでは、基板の外側（視認側）に偏光
板４３３ａ及び偏光板４３３ｂを設ける例を示すが、偏光板は基板の内側に設けてもよい
。偏光板の材料や作製工程条件によって適宜設定すればよい。また、ブラックマトリクス
として機能する遮光層を設けてもよい。
【０２９０】
図３２（Ａ）～図３２（Ｃ）においては、トランジスタ４２０及びトランジスタ４３０上
方を覆うように遮光層７１４が、第２の基板４４２側に設けられている。遮光層７１４を
設けることにより、さらにコントラスト向上やトランジスタの安定化の効果を高めること
ができる。
【０２９１】
また別途形成された信号線駆動回路７０３と、走査線駆動回路７０４または画素部７０２
に与えられる各種信号及び電位は、ＦＰＣ７１８から供給されている。
【０２９２】
また、トランジスタは静電気などにより破壊されやすいため、ゲート線またはソース線に
対して、駆動回路保護用の保護回路を同一基板上に設けることが好ましい。保護回路は、
非線形素子を用いて構成することが好ましい。
【０２９３】
図３２（Ａ）～図３２（Ｃ）では、接続端子電極７１５が、画素電極４０５と同じ導電膜
から形成され、端子電極７１６は、トランジスタ４２０及びトランジスタ４３０のソース
電極層及びドレイン電極層（配線層４０３及び配線層４０４）と同じ導電膜で形成されて
いる。
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【０２９４】
接続端子電極７１５は、ＦＰＣ７１８が有する端子と、異方性導電膜７１９を介して電気
的に接続されている。
【０２９５】
また図３２（Ａ）～図３２（Ｃ）においては、信号線駆動回路７０３を別途形成し、第１
の基板４４１に実装している例を示しているが、この構成に限定されない。走査線駆動回
路を別途形成して実装しても良いし、信号線駆動回路の一部または走査線駆動回路の一部
のみを別途形成して実装しても良い。
【０２９６】
図３３に、図３２（Ａ）～図３２（Ｃ）に示す液晶表示パネル７２０を用いた液晶表示モ
ジュールを示す。図３３に示す液晶表示モジュール７９０は、カラー表示を行う液晶表示
モジュールの一例である。
【０２９７】
液晶表示モジュール７９０はバックライト部７３０と、液晶表示パネル７２０と、液晶表
示パネル７２０を挟む偏光板４３３ａ及び偏光板４３３ｂを有する。バックライト部７３
０には発光素子７３３、例えば三原色のＬＥＤ（ＬＥＤ７３３Ｒ、ＬＥＤ７３３Ｇ、及び
ＬＥＤ７３３Ｂ）をマトリクス状に配置し、また液晶表示パネル７２０と発光素子の間に
拡散板７３４を配置したものをバックライト部７３０として用いることができる。また、
外部入力端子となるＦＰＣ７１８は液晶表示パネル７２０に設けた端子部と電気的に接続
されている。
【０２９８】
本実施の形態では、発光ダイオード（ＬＥＤ）を用いて、時分割によりカラー表示する継
時加法混色法（フィールドシーケンシャル法）を採用する。
【０２９９】
バックライト部７３０はバックライト制御回路、及びバックライト７３２を有する。バッ
クライト７３２には発光素子７３３が配置されている。
【０３００】
本実施の形態では、バックライト７３２は、複数の異なる発光色の発光素子７３３を有す
る。異なる発光色の組み合わせとしては、例えば、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、及び青（Ｂ）の
３種類の発光素子を用いることができる。Ｒ、Ｇ、及びＢの三原色を用いることで、フル
カラー画像を表示できる。
【０３０１】
また、Ｒ、Ｇ、及びＢの発光素子から選んだ複数を同時に光らせて表現する色（例えば、
ＲとＧで表す黄（Ｙ）、ＧとＢで表すシアン（Ｃ）、青と赤で表すマゼンタ（Ｍ）など）
を発する別の発光素子を、Ｒ、Ｇ、及びＢの発光素子に加えて配置してもよい。
【０３０２】
また、液晶表示装置の色再現特性をより豊かにするため、三原色以外の光を発する発光素
子を加えてもよい。Ｒ、Ｇ、及びＢの発光素子を用いて表現できる色は、色度図上のそれ
ぞれの発光色に対応する３点が描く三角形の内側に示される色に限られる。従って、色度
図上の該三角形の外側に配置される発光素子を別途加えることで、表示装置の色再現性を
豊かにすることができる。
【０３０３】
例えば、色度図の中心から、色度図上の青色の発光素子Ｂに対応する点に向かって概ね外
側に位置する点で表される深い青色（Ｄｅｅｐ　Ｂｌｕｅ：ＤＢ）や、色度図の中心から
、赤色の発光素子Ｒに対応する色度図上の点に向かって概ね外側に位置する点で表される
より深い赤色（Ｄｅｅｐ　Ｒｅｄ：ＤＲ）を発する発光素子を、バックライト７３２のＲ
、Ｇ、及びＢに加えて使用することができる。
【０３０４】
図３３には、３色の光７３５が矢印（Ｒ、Ｇ、及びＢ）で模式的に示してある。バックラ
イト部７３０から逐次発せられるパルス状の異なる色の光が、バックライト部７３０と同
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期して動作する液晶表示パネル７２０の液晶素子により変調され、液晶表示モジュール７
９０から観察者に達する。観察者は逐次的に発せられる光を映像として捉える。
【０３０５】
また、図３３で例示される液晶表示モジュールは、カラーフィルタを用いることなく、フ
ルカラー画像の表示が可能である。カラーフィルタがバックライトの光を吸収しないため
光の利用効率が高く、フルカラー画像の表示においても消費電力が抑制されている。
【０３０６】
なお本実施の形態で例示される液晶表示モジュールは、カラーフィルタを用いない液晶表
示モジュールに限定されず、カラーフィルタを用いた液晶表示モジュールでもよい。カラ
ーフィルタを用いた液晶表示モジュールでは、バックライト部７３０から白色光を発し、
発せられた白色光がカラーフィルタを透過することでカラー表示が行われる。
【０３０７】
なお本実施の形態では、便宜上、液晶表示装置、液晶表示パネル、及び液晶表示モジュー
ルを使い分けた。しかし、液晶表示パネル及び液晶表示モジュールも液晶を用いて表示を
行う装置である。よって液晶表示パネル及び液晶表示モジュールも液晶表示装置と言える
。
【０３０８】
本実施の形態は、他の実施の形態に記載した構成と適宜組み合わせて実施することが可能
である。
【０３０９】
［実施の形態８］
本明細書に開示する液晶表示装置は、さまざまな電子機器（遊技機も含む）に適用するこ
とができる。電子機器としては、例えば、テレビジョン装置（テレビ、またはテレビジョ
ン受信機ともいう）、コンピュータ用などのモニタ、デジタルカメラ、デジタルビデオカ
メラ等のカメラ、デジタルフォトフレーム、携帯電話機（携帯電話、携帯電話装置ともい
う）、携帯型ゲーム機、携帯情報端末、音響再生装置、パチンコ機などの大型ゲーム機な
どが挙げられる。上記実施の形態で説明した液晶表示装置を具備する電子機器の例につい
て説明する。
【０３１０】
図３４（Ａ）は電子書籍（Ｅ－ｂｏｏｋともいう）であり、筐体８８０、表示部８８１、
操作キー８８２、太陽電池８８３、充放電制御回路８８４を有することができる。図３４
（Ａ）に示した電子書籍は、様々な情報（静止画、動画、テキスト画像など）を表示する
機能、カレンダー、日付又は時刻などを表示部に表示する機能、表示部に表示した情報を
操作又は編集する機能、様々なソフトウェア（プログラム）によって処理を制御する機能
、等を有することができる。なお。図３４（Ａ）では充放電制御回路８８４の一例として
バッテリー８８５、ＤＣＤＣコンバータ（以下、コンバータと略記）８８６を有する構成
について示している。実施の形態１乃至実施の形態７のいずれかで示した液晶表示装置を
表示部８８１に適用することにより、高コントラストな電子書籍とすることができる。
【０３１１】
図３４（Ａ）に示す構成とすることにより、表示部８８１として半透過型の液晶表示装置
を用いる場合、比較的明るい状況下での使用も予想され、太陽電池８８３による発電、及
びバッテリー８８５での充電を効率よく行うことができ、好適である。なお太陽電池８８
３は、筐体８８０の空きスペース（表面や裏面）に適宜設けることができるため、効率的
なバッテリー８８５の充電を行う構成とすることができるため好適である。なおバッテリ
ー８８５としては、リチウムイオン電池を用いると、小型化を図れる等の利点がある。
【０３１２】
また図３４（Ａ）に示す充放電制御回路８８４の構成、及び動作について図３４（Ｂ）に
ブロック図を示し説明する。図３４（Ｂ）には、太陽電池８８３、バッテリー８８５、コ
ンバータ８８６、コンバータ８８７、スイッチＳＷ１乃至スイッチＳＷ３、表示部８８１
について示しており、バッテリー８８５、コンバータ８８６、コンバータ８８７、スイッ
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チＳＷ１乃至スイッチＳＷ３が充放電制御回路８８４に対応する箇所となる。
【０３１３】
まず外光により太陽電池８８３により発電がされる場合の動作の例について説明する。太
陽電池で発電した電力は、バッテリー８８５を充電するための電圧となるようコンバータ
８８６で昇圧または降圧がなされる。そして、表示部８８１の動作に太陽電池８８３から
の電力が用いられる際にはスイッチＳＷ１をオンにし、コンバータ８８７で表示部８８１
に必要な電圧に昇圧または降圧をすることとなる。また、表示部８８１での表示を行わな
い際には、ＳＷ１をオフにし、ＳＷ２をオンにしてバッテリー８８５の充電を行う構成と
すればよい。
【０３１４】
次いで外光により太陽電池８８３により発電がされない場合の動作の例について説明する
。バッテリー８８５に蓄電された電力は、スイッチＳＷ３をオンにすることでコンバータ
８８７により昇圧または降圧がなされる。そして、表示部８８１の動作にバッテリー８８
５からの電力が用いられることとなる。
【０３１５】
なお太陽電池８８３については、充電手段の一例として示したが、他の手段によるバッテ
リー８８５の充電を行う構成であってもよい。また他の充電手段を組み合わせて行う構成
としてもよい。
【０３１６】
図３５（Ａ）は、ノート型のパーソナルコンピュータであり、本体８０１、筐体８０２、
表示部８０３、キーボード８０４などによって構成されている。実施の形態１乃至実施の
形態７のいずれかで示した液晶表示装置を表示部８０３に適用することにより、高コント
ラストなノート型のパーソナルコンピュータとすることができる。
【０３１７】
図３５（Ｂ）は、携帯情報端末（ＰＤＡ）であり、本体８１１には表示部８１３と、外部
インターフェイス８１５と、操作ボタン８１４等が設けられている。また操作用の付属品
としてスタイラス８１２がある。実施の形態１乃至実施の形態７のいずれかで示した液晶
表示装置を表示部８１３に適用することにより、高コントラストな携帯情報端末（ＰＤＡ
）とすることができる。
【０３１８】
図３５（Ｃ）は、図３４（Ａ）とは別の電子書籍の一例を示している。例えば、電子書籍
８３０は、筐体８３１および筐体８３３の２つの筐体で構成されている。筐体８３１およ
び筐体８３３は、軸部８３９により一体とされており、該軸部８３９を軸として開閉動作
を行うことができる。このような構成により、紙の書籍のような動作を行うことが可能と
なる。
【０３１９】
筐体８３１には表示部８３５が組み込まれ、筐体８３３には表示部８３７が組み込まれて
いる。表示部８３５および表示部８３７は、続き画面を表示する構成としてもよいし、異
なる画面を表示する構成としてもよい。異なる画面を表示する構成とすることで、例えば
右側の表示部（図３５（Ｃ）では表示部８３５）に文章を表示し、左側の表示部（図３５
（Ｃ）では表示部８３７）に画像を表示することができる。実施の形態１乃至７のいずれ
かで示した液晶表示装置を表示部８３５、表示部８３７に適用することにより、高コント
ラストな電子書籍８３０とすることができる。
【０３２０】
また、図３５（Ｃ）では、筐体８３１に操作部などを備えた例を示している。例えば、筐
体８３１において、電源８３２、操作キー８３６、スピーカ８３８などを備えている。操
作キー８３６により、頁を送ることができる。なお、筐体の表示部と同一面にキーボード
やポインティングデバイスなどを備える構成としてもよい。また、筐体の裏面や側面に、
外部接続用端子（イヤホン端子、ＵＳＢ端子など）、記録媒体挿入部などを備える構成と
してもよい。さらに、電子書籍８３０は、電子辞書としての機能を持たせた構成としても
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よい。
【０３２１】
また、電子書籍８３０は、無線で情報を送受信できる構成としてもよい。無線により、電
子書籍サーバから、所望の書籍データなどを購入し、ダウンロードする構成とすることも
可能である。
【０３２２】
図３５（Ｄ）は、携帯電話であり、筐体８４０及び筐体８４１の二つの筐体で構成されて
いる。筐体８４１には、表示パネル８４２、スピーカ８４３、マイクロフォン８４４、ポ
インティングデバイス８４６、カメラ用レンズ８４７、外部接続端子８４８などを備えて
いる。また、筐体８４０には、携帯型情報端末の充電を行う太陽電池セル８５０、外部メ
モリスロット８５１などを備えている。また、アンテナは筐体８４１内部に内蔵されてい
る。実施の形態１乃至実施の形態７のいずれかで示した液晶表示装置を表示パネル８４２
に適用することにより、高コントラストな携帯電話とすることができる。
【０３２３】
また、表示パネル８４２はタッチパネルを備えており、図３５（Ｄ）には映像表示されて
いる複数の操作キー８４５を点線で示している。なお、太陽電池セル８５０で出力される
電圧を各回路に必要な電圧に昇圧するための昇圧回路も実装している。
【０３２４】
表示パネル８４２は、使用形態に応じて表示の方向が適宜変化する。また、表示パネル８
４２と同一面上にカメラ用レンズ８４７を備えているため、テレビ電話が可能である。ス
ピーカ８４３及びマイクロフォン８４４は音声通話に限らず、テレビ電話、録音、再生な
どが可能である。さらに、筐体８４０と筐体８４１は、スライドし、図３５（Ｄ）のよう
に展開している状態から重なり合った状態とすることができ、携帯に適した小型化が可能
である。
【０３２５】
外部接続端子８４８はＡＣアダプタ及びＵＳＢケーブルなどの各種ケーブルと接続可能で
あり、充電及びパーソナルコンピュータなどとのデータ通信が可能である。また、外部メ
モリスロット８５１に記録媒体を挿入し、より大量のデータ保存及び移動に対応できる。
【０３２６】
また、上記機能に加えて、赤外線通信機能、テレビ受信機能などを備えたものであっても
よい。
【０３２７】
図３５（Ｅ）は、デジタルビデオカメラであり、本体８６１、表示部（Ａ）８６７、接眼
部８６３、操作スイッチ８６４、表示部（Ｂ）８６５、バッテリー８６６などによって構
成されている。実施の形態１乃至実施の形態７のいずれかで示した液晶表示装置を表示部
（Ａ）８６７、表示部（Ｂ）８６５に適用することにより、高コントラストなデジタルビ
デオカメラとすることができる。
【０３２８】
図３５（Ｆ）は、テレビジョン装置の一例を示している。テレビジョン装置８７０は、筐
体８７１に表示部８７３が組み込まれている。表示部８７３により、映像を表示すること
が可能である。また、ここでは、スタンド８７５により筐体８７１を支持した構成を示し
ている。実施の形態１乃至実施の形態７のいずれかで示した液晶表示装置を表示部８７３
に適用することにより、高コントラストなテレビジョン装置８７０とすることができる。
【０３２９】
テレビジョン装置８７０の操作は、筐体８７１が備える操作スイッチや、別体のリモコン
操作機８７６により行うことができる。また、リモコン操作機８７６に、当該リモコン操
作機８７６から出力する情報を表示する表示部を設ける構成としてもよい。
【０３３０】
なお、テレビジョン装置８７０は、受信機やモデムなどを備えた構成とする。受信機によ
り一般のテレビ放送の受信を行うことができ、さらにモデムを介して有線または無線によ
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る通信ネットワークに接続することにより、一方向（送信者から受信者）または双方向（
送信者と受信者間、あるいは受信者間同士など）の情報通信を行うことも可能である。
【０３３１】
図３７に液晶シャッタ眼鏡の一例を示す。図３７の液晶シャッタ眼鏡８９０は、眼鏡のレ
ンズに相当する領域に、右眼用液晶シャッタ８９１と左眼用液晶シャッタ８９２を有する
。また、右眼用液晶シャッタ８９１及び左眼用液晶シャッタ８９２は、駆動手段（図示し
ない）とそれぞれ電気的に接続している。
【０３３２】
右眼用液晶シャッタ８９１及び左眼用液晶シャッタ８９２は、駆動手段を用い、一定の周
期で閾値以上の電圧を印加することで、光透過率の高い”開状態”と、光透過率の低い”
閉状態”とを交互に実現する。
【０３３３】
駆動手段は、左眼用画像及び右眼用画像を交互に表示する画像表示装置と同期して、画像
表示装置が左眼用画像を表示する際に、左眼用液晶シャッタ８９２が”開状態”、かつ右
眼用液晶シャッタ８９１が”閉状態”となり、右眼用画像を表示する際に、左眼用液晶シ
ャッタ８９２が”閉状態”、かつ右眼用液晶シャッタ８９１が”開状態”となるように、
液晶シャッタ眼鏡８９０を制御することができる。
【０３３４】
このような動作により、液晶シャッタ眼鏡８９０を装着して画像表示装置を見る使用者の
左眼には左眼用画像のみ、右眼には右眼用画像のみが入射される。そして、使用者の脳内
で左眼用画像及び右眼用画像が合成され、画像表示装置に表示される画像が立体的に認識
される。
【０３３５】
実施の形態１乃至実施の形態７のいずれかで示した液晶表示装置を液晶シャッタとして、
右眼用液晶シャッタ８９１及び左眼用液晶シャッタ８９２に用いることができる。実施の
形態１乃至実施の形態７のいずれかで示した液晶表示装置を液晶シャッタとして、右眼用
液晶シャッタ８９１及び左眼用液晶シャッタ８９２に適用することにより、高コントラス
トな液晶シャッタ眼鏡を得ることができる。
【０３３６】
本実施の形態は、他の実施の形態に記載した構成と適宜組み合わせて実施することが可能
である。
【符号の説明】
【０３３７】
４０１　　ゲート配線層
４０２　　半導体層
４０３　　配線層
４０４　　配線層
４０５　　画素電極
４０６　　共通電極
４０７　　凸状構造体
４０８　　凸状構造体
４０９　　容量配線層
４１０　　開口部
４１５　　画素電極
４１６　　共通電極
４２０　　トランジスタ
４２５　　画素電極
４２６　　共通電極
４２７　　凸状構造体
４２８　　凸状構造体
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４３０　　トランジスタ
４３３ａ　　偏光板
４３３ｂ　　偏光板
４３５　　画素電極
４３６　　共通電極
４４１　　基板
４４２　　基板
４４３　　ゲート絶縁層
４４４　　絶縁膜
４４５　　絶縁膜
４４６　　絶縁層
４４７　　液晶層
４４８　　導電膜
４５７　　凸状構造体
４５８　　凸状構造体
４６７　　凸状構造体
４６８　　凸状構造体
４７５　　画素電極
４７６　　共通電極
４７７　　凸状構造体
４７８　　凸状構造体
４８５　　画素電極
４８６　　共通電極
４８７　　凸状構造体
４８８　　凸状構造体
４９５　　画素電極
４９６　　共通電極
４９７　　凸状構造体
４９８　　凸状構造体
５０５　　画素電極
５０６　　共通電極
５０７　　凸状構造体
５０８　　凸状構造体
５１５　　画素電極
５１６　　共通電極
５１７　　凸状構造体
５２５　　画素電極
５２６　　共通電極
５２７　　凸状構造体
５２８　　凸状構造体
５３５　　画素電極
５３６　　共通電極
５４５　　画素電極
５４６　　共通電極
５４７　　凸状構造体
５４８　　凸状構造体
５５５　　画素電極
５５６　　共通電極
５５７　　凸状構造体
５６５　　画素電極



(42) JP 2012-133335 A 2012.7.12

10

20

30

40

50

５６６　　共通電極
５６８　　凸状構造体
５７５　　画素電極
５７６　　共通電極
６０５　　画素電極
６０６　　共通電極
６０７　　凸状構造体
６０８　　凸状構造体
６１５　　画素電極
６１６　　共通電極
６１７　　凸状構造体
６１８　　凸状構造体
６２５　　画素電極
６２６　　共通電極
６２７　　凸状構造体
６２８　　凸状構造体
６３５　　画素電極
６３６　　共通電極
６３７　　凸状構造体
６３８　　凸状構造体
６４５　　画素電極
６４６　　共通電極
６４７　　凸状構造体
６４８　　凸状構造体
６５５　　画素電極
６５６　　共通電極
６５７　　凸状構造体
６５８　　凸状構造体
６６５　　画素電極
６６６　　共通電極
６６７　　凸状構造体
６６８　　凸状構造体
６７５　　画素電極
６７６　　共通電極
６７７　　凸状構造体
６７８　　凸状構造体
７０２　　画素部
７０３　　信号線駆動回路
７０３ａ　　信号線駆動回路
７０３ｂ　　信号線駆動回路
７０４　　走査線駆動回路
７０５　　シール材
７１４　　遮光層
７１５　　接続端子電極
７１６　　端子電極
７１８　　ＦＰＣ
７１９　　異方性導電膜
７２０　　液晶表示パネル
７３０　　バックライト部
７３２　　バックライト
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７３３　　発光素子
７３３Ｂ　　ＬＥＤ
７３３Ｇ　　ＬＥＤ
７３３Ｒ　　ＬＥＤ
７３４　　拡散板
７３５　　光
７９０　　液晶表示モジュール
８０１　　本体
８０２　　筐体
８０３　　表示部
８０４　　キーボード
８１１　　本体
８１２　　スタイラス
８１３　　表示部
８１４　　操作ボタン
８１５　　外部インターフェイス
８３０　　電子書籍
８３１　　筐体
８３２　　電源
８３３　　筐体
８３５　　表示部
８３６　　操作キー
８３７　　表示部
８３８　　スピーカ
８３９　　軸部
８４０　　筐体
８４１　　筐体
８４２　　表示パネル
８４３　　スピーカ
８４４　　マイクロフォン
８４５　　操作キー
８４６　　ポインティングデバイス
８４７　　カメラ用レンズ
８４８　　外部接続端子
８５０　　太陽電池セル
８５１　　外部メモリスロット
８６１　　本体
８６３　　接眼部
８６４　　操作スイッチ
８６５　　表示部（Ｂ）
８６６　　バッテリー
８６７　　表示部（Ａ）
８７０　　テレビジョン装置
８７１　　筐体
８７３　　表示部
８７５　　スタンド
８７６　　リモコン操作機
８８０　　筐体
８８１　　表示部
８８２　　操作キー
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８８３　　太陽電池
８８４　　充放電制御回路
８８５　　バッテリー
８８６　　コンバータ
８８７　　コンバータ
８９０　　液晶シャッタ眼鏡
８９１　　右眼用液晶シャッタ
８９２　　左眼用液晶シャッタ
９０１　　立ち上がり時間
９０２　　立ち下がり時間
９０３　　立ち上がり時間
９０４　　立ち下がり時間
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